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この報告 書は、 日本 自転車振興会 か ら競輪収益の一部

で ある機械工業振興 資金の補助 を受けて、 昭和63年 度 に
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は じ め に

産業界の情報化は著 しく進み 、各企業 とも既 に成熟状態 に達 してい る社内 シ

ステムを、 ネ ッ トワークに よって他社の システムと結合 させ、 よ り一 層の高度

化 を図ろ うとしてい る。 こ うして生 まれた概念が、EDI(ElectronicData

Interchange)で あ り、企業 システム間の デー タ交換 を電 子化す るこ とで、 デ

ータの相互交換 を効率化 し、情報処理 の高精 度化 と高速化を 同時 に実現す るシ

ステムで ある。

しか しなが ら、EDIを 実現す るためには、 解決 しなければな らない重要 な

課題 があ る。 それは、EDI規 格の標準化である。 これ が確 立 していなければ、

多端 末現象や コンバ ージ ョン地獄 などの影の部分が表面 に出て、EDIの メ リ

ッ トが大幅 に殺 されて しま う。既 に欧米では、業 界横断的EDI規 格 の標準化

が進 んでお り、大 きな効果を あげてい るが、 我が国では、J手 順や全銀手順 な

どの業界標準 はあるものの、 業界横断的標準化は、それ程進んでいない。今後

発展が期待 され る業界間/業 際間のEDI、 さらには、国際EDIを 考 える時、

業界横断的EDI規 格の標準化が是 非 とも必要である。

そ こで、 本調査研究で は、昭和60年 度 よ り、EDI規 格の核であ る ビジネ

ス ・プロ トコル標準化の問題を取 り上げ、現実 的な解決策を検討す る こととし、

産業界の情 報化に資す ること とした。昭和60・61年 度の2年 間に渡 りビジ

ネス・プロトコルの定義の 明確化お よび ビジネス ・プロトコル背景 とな る内外の産

業界の情 報化 動向の把握 な ど)一基本的 な調査分析 を実施 した。 次いで、昭和63

年度には、 欧米におけるEDIの 動向およびEDI規 格の核 となる既存の ビジ

ネス.プ ロトコルの分析 を実施 した。 そ して今年度(昭 和63年 度)は 、新標準

を構築す る上での考慮点 を分析 し、新標準のあるべき方向につい て、 とりま と

めを行 った。

最後 に、本調査研究 を実施す るにあたって、 ご協 力を頂い た委員 をは じめ、

関係各位 に対 し、深 く感謝 の意を表 します。

平成元年3月
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1 目 的

1.1ネ ッ トワーク化の発展

1980年 頃か ら少 しず つ始 ま った企業間の オ ンライン取 引は、1985年 頃

か ら急速 に発展 し、流通業界では情報武装型企業 な どの新語 も誕生 した。 そ

の多 くは、社 内オ ンラインの延長上 に構築 され、受発注処理の効率化 を目的

とした ものであ り、在庫量の縮 小や 欠品率の減少に大き く貢献 した。1985

年に電気通信法の改正が実施 され、多数のVAN事 業者が、'企業 間の オンラ

イン取引に必要 な基 本 ツール(ネ ッ トワー ク)を 提供する よ うになると、 そ

れ までの社 内オ ンライ ンの延長上 に構築 された ネ ッ トワー クは、VANの 使

用 に切 り換 えられ た。

また、 同一業界 内の複数の企業が共 同でVANを 用いてオン ライン取引網

を構築す るケースも増 加 し、 業界VANと 呼ばれ るようにな った。VAN事

業者 も特定業 界 向けのサ ー ビスを強化 した ネ ッ トワー クを構築 し、 ユーザ ー

へ のセ ール ス活動 を活発に展 開 した結果、流通業界では、多数 の受 発注VA

Nが 構築 された。

一 方、製造業界 では、受発注 の業務 ・業態 の関係か ら、 オ ンライン化 ニー

ズが少なか ったため、受発 注の オ ンライン化は遅れ、本格的 な取組みが始 ま っ

たの は、つい最近で ある。 現在、 アセンブ リー ・メーカーの資材調達VAN

の構築が活発化 してい るが、 これ は企業間の受発注 システムの一種であ り、

製造業界の生産効率の向上 に寄与す るシステム として、 最も期待 されてい る

もので ある。

その他、素材 メーカーでは、 総合商社 との受発注 ネ ッ トの構築及び物流業

界(運 輸 ・倉庫)と の取 引のオ ンライ ン化が進んでいる。 全体的には、大手

企 業間あ るいは大手企業 と中堅企業 との ネ ッ トワー クが大部分 を占め、流 通

業 界 における中小企業 を巻 き込 んだ ネッ トワー ク化 とは、 か な り様相が異 な

るo
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古 くか ら業界 内の ネ ッ トワー ク化が進行 していた金融業 では、顧客である

一般企業(他 業界 になる)と のネ ッ トワー ク化(代 表例;フ ァーム ・バ ンキ

ン グ(FB))の 時代に 入 り、大蔵省 の規制が全面的に解除 にはな ってい な

い ものの、都市銀行 を中心 とす るネ ッ トワー クは、か な りの規模 にな ってい

る。

我が国の ネ ッ トワー ク化全 般を眺め ると、 その規模は かな り大 き くなって

お り、大手企業 だけに的 を絞れば、外部企業 とオンライン接続 を していない

企業 はない と言 ってよい。 但 し、 ネ ッ トワー クを通 じて行われ る業務につい

ては、極めて単純な受発注か らか な り複雑 な業務 まで、多岐 に渡 ってお り、

比率的 には、単純 な受発注業務が圧倒的 に多い。今後、 ネ ッ トワー クを通 じ

て行われる業 務は複雑化 してい くことが 予想 され、そ のた めに解決すべき課

題 も多 くな ってい くと考 えられ る。

1.2EDIの 普及

EDI(ElectronicD説aInterchange)と は、 取 引 デ ー タな どを電 子 的

に 交 換す る こ とで あ るが、 よ り厳 密 な 定 義 が 多 数 あ り、 定説 は ない。 米国 な

どで は、 標 準 化 され た フ ォー マ ッ ト、 コー ドに基づ くデ ー タ交 換 に限 定す る

考 え方 もあ るが 、 人 間の 理 解 レベ ルの 範 囲 に お け る フ ォー マ ッ ト、 コー ドで

構 成 され た メ ッセ ー ジの 交 換 で あれ ぼ 、EDIと す る のが 普 通で あ る。 後 者

の 考 え方 に基 づ け ば、 我 が 国 の ネ ッ トワー クで 多い 受 発 注 デ ー タの交 換 は、

す べ てEDIに 含 め る こ とが で き る。

に もか か わ らず 、 我 が 国 でEDIと い う意 識 が 薄 い の は、 多 くの ネ ッ トワ

ー クで(VAN事 業 者 の 提 供 す る ネ ッ トワー ク) 、EDIとRCT(リ モ ー

ト'コ ン ピ ュー テ ィン グ ・サ ー ビス)を 混 合 した サ ー ビスが実 施 され て い る

か らで あ る。VAN事 業 者 は、 通常 、RCSを 中心 的 にPRす るた め 、 ユー

ザ ーの 中 に は、EDIと は知 らず にEDIを 利 用 してい る例 もか な りあ る。

但 し、VANサ ー ビスの 中 に は 、 ま った くEDIの 要 素 を含 んで い ない 例 も
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あ るので、注意 しな ければ な らない。

以上の考 え方を踏 える と、既に我が国で もEDIは 普及 してお り、米国の

調査会社に よる日本 の部分 の レポー トで も、 同様な指摘が な され てい る。 そ

して、最大の特徴 として、EDIス タンダー ド(EDIの 標準規格)が 存在

しない ことをあげているが、 このこ とは、か な りの問題 点が あるこ とをも、

暗示 してい る。EDI標 準が ない ところへEDIが 普及すれば、 当然の結果

として、 コンバ ーシ ョン地獄や 多端 末現象が発生 す るか らである。

この よ うな問題 は、現実 に発生 してい るが、危機的状況 とい うわけではな

い。 なぜ な ら、流通業界、金融業 を中心に業 界 レベ ルの標準化が進ん でお り、

ある程度、危機的状況の防止 に貢献 してい るか らであるが、全面的解決のた

めには、 さらに高次元 の標準化 が必要 である。 この標準化 とは、米 国の調査

会社が指摘す る 「業 界横断的標準化」 である。現段階では、業 界間のEDI

が実 施 される場合、相対 的に力の弱い業界が強い業界の標準を押 し付 け られ、

コンバー ジョンの実施 を余儀な くされてい る。 ネ ッ トワー ク化 が さらに進展

し、 ネ ッ トワー ク利用企業 が増 え、 よ り複雑 な業務が多 くなれば、 この問題

は深刻化す る。

1.3業 界 別標準化から業界横 断的標準化ヘ

グローバルな視点か らEDIを とらえれば、デー タ交換は、主 に業 界間で

行われてい ることが把握 で きる。 例 えば、家電 メー カーは、 鉄鋼 メーカーか

ら鉄板 を調 達 し、完成品を流通問屋、小売店を通 じて消費 者へ販売す る。 あ

る家電 メー カーが、同業者で ある別の家電 メー カーか ら製品を購 入す るとい

うことは、 ペーパー上では存在 して も、現実には希 なケースで ある。つ ま り、

ひ な型的 取引は、業界間 で行われ る ものであ り、業 界間のEDIが 一般的な

姿で あ る。

そ こで、EDI規 格は業界横 断的 に標準化す る必要 がある。既 に欧米では、

このよ うな認識が一般 化 してお り、極 めて活発 な業界横断的 な標準化活動が
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行われている。

しか しなが ら我が 国では、標準化 活動は業 界 レベルで行われ てお り、業界

横断的 レベルには達 していない。 現在の標準化 活動は、主 に業界団体を中心

に して行われているが、 業界 団体は通常 同業者 の集 りであ り、結果 として、

業界 内の標 準化 が検 討 され る ことにな る。 その上 の レベルの業界横断的標準

化にっい ては、業界 間のジ ョイン トが必要 であるが、様 々な理由で業界間の

ジ ョイ ン トは難 しく、最 近、電 力業界 と電線業界合 同の非公式な検討が始 ま

ったのが、唯一 の例 である。

しか しなが ら、取 引上 関係は深いが、業 界団体が 異な る例は多数 あ り、今

後の標準 化を進める上で大 きな課題にな って くる。

また、 標 準 規 格 自体 も、 業 界 内 規 格 と業 界 横 断 的 規 格 では 大 き く異

なることが、 欧 米 で の20年 を 越 える検 討で 明 らかにな ってい る。業 界内

の同業者に よる検討では、各種 の業務上 の共 通要 素 をまとめ易いため、比較

的 シンプルな標準 とな り、 固定 フ ォー マ ッ トに よる表現が採用 され る。それ

に対 して、異な る業 界の企業 の参加 による業界 横断的検討では、各企業の業

務が大 き く異 なるために、共通的要 素 を抽出す るのが難 しく、 まとまった と

しても複雑 な標準規 格 にな る。その結果、欧米では固定 フォーマ ッ トの採用

を諦 め、可変 フ ォーマ ッ トを採用す るよ うにな ってい る。 我が国で も、昭和

62年 か ら検討開始 した電子機器製造業では、 同様 な理由によ り、可変 フォ

ーマ ッ トを採用 してい る
。

以上の よ うに、業界横断的標準化 は、EDI発 展のために必要 不可欠な要

素であるが、業界内の標準化に比べて、その作業は格段に難 しい。 しか しな

が ら、いず れ解決 しな ければな らない課題で あ り、 ご く僅かで も前進す る限

り、 目的達成 に向 って努力す る必要が ある。

以下では、業界横断的EDI規 格の構築 にお ける様 々な諸問題 と、 解決へ

向けての具体的 な作業 を紹介す る。
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2.ア プ リケ ー シ ョン ・レベ ル ・プ ロ トコル の 構 成

[

2.1EDlに 必 要 なプ ロ トコル

EDIを 実 施 す る た め に は、 通 信 に 関 わ る取 決 め を始 め と して、 ア プ リケ

ー シ ョン上 の 取 り決 めな ど、 様 々な取 り決 め が必 要 で あ る。 これ らの 取 り決

め を ま とめ て 、 一 口に ビジ ネス プ ロ トコル(以 下 、 ビジ フ.ロと略 す)と 呼 ぶ

が 、 図2-1の よ うに、4つ の カテ ゴ リー に分 け る こ とが可 能 で 、 この時 の

第2レ ベル を表 す 言葉 と して、 「ビジ プ ロ」 を用 い る こ とが 一 般 化 して きて

い る。 この こ とは 、 昭和62年 度 の 報告 書 「ビジネス ・プロトコルの 調査 研 究 」

で も触 れ て い るが、 この よ うな 限定的 な 解釈 に よ る ビジプ ロ とは 、 メ ッセ ー

ジ ・フ ォー マ ッ トや デ ー タ ゴー ドに 関 す る取 り決 め にな る。

これ らは 、 現 段 階 に おい て ユ ー ザ ーの 努 力 だ けで 標 準 化が 達 成 可 能 な範 囲

と丁 度 一 致 して お り、 ユ ー ザ ー主 体 に よ る標 準化 の中 心的 課 題 に な って い る。
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図2-1の4つ の カ テ ゴ リーの 内 容 を以 下 に 示 す。 当事 者 間(通 常2者 間)

で 、 これ ら4つ の取 り決 めが 正 確 に決 ま っ てい る時、EDIが 可 能 に な る。

2.1.1情 報 伝達 規 約

通 信 シ ス テ ムに関 す る取 り決 め で 、 通 常、 コ ミュ ニケ ー シ ョン ・プ ロ ト

コル と呼 ばれ る。 この プ ロ トコル が 確 定 して い て初 め て通 信 回線 を通 じた

デ ー タ交 換が 可 能 に な る ので、EDIの 最 も基 本的 な プ ロ トコル で あ る。

この 部分 の 標 準 化 活 動 は 、OSIプ ロジ ェ ク トとい う名 で 総称 され てお

り、 日 ・米 ・欧 が 互 い に連携 し、 国際標 準 規 格 の確 立 を 目指 して い る。 現

在 、 フ ァイル 転 送 タイ プのEDIに 必要 な規 格 は完 成 に近 づ い て お り、 あ

と数 年 で、 通 信 回 線 を用 い た デ ー タ交 換 を行 う上 での 問 題点 は 、 ほぼ 解 決

す る見 込 み であ る。

2.1.2情 報 表 現 方 法

EDIメ ッセ ー ジの 意味 解釈 に 関す る取 り決 め で、 メ ッセ ー ジ ・フ ォー

マ ッ トお よび デー タ コー ドの規 格 に相 当す る。 この 規 約 は、 言葉 に例 え る

と分 り易い。 自分 の 言 葉が 相 手 に 通 じる た め には 、 話す 時 に用 い る単 語 、

文 法 、 文型 な どが、 相 手 と共 通 で な けれ ば な らない が(日 本人 同志 の時 は 、

無 意 識 の うちに 日本 語 とい う共 通 の言 葉 を用 い てい る)、 これ と同様 に、

EDIの メ ッセー ジに於 て も、 メ ッセー ジ ・フ ォー マ ッ ト(文 法 ・文 型)

お よび デ ー タ コー ド(単 語)に 共 通性 が必 要 で あ る。

この 規 約 は、EDIを 郵 便 に 例 えた場 合 、 封 書 の 中 の本 文 の 記 述 方 法 を

規 定 す る(封 書 の 表 書 きは 、 情 報 伝達 規 約 で 規 定)と とも に、 あ る メ ッセ

ー ジ交 換 が
、EDIで あ るか ど うかの 基 準 を も与 える重 要 な規 約で あ る。

EDIで は、 封 書 の 中 に入 れ る文 書 の種 類 を制 限す る のが 普 通 で あ り、

自 由 な文 書 を入れ る 場 合は 、EDIで は な く電 子 メー ル と呼 ば れ る。 多 く

のEDI規 約 は、 取 引 に 関す る文 書(注 文 書 、 納 品 書、 請 求 書、 …… …)
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に制限 しているが、最近 は、注文書 に添付 され る設計図あるい は設 計デー

タな ども取 引に関す る文書 として、EDIの 対象に含め られ るよ うにな っ

ているo

この規約の標準化活動は、 欧米に於 ては、既に20年 近 く続いてお り、

ANSIX.12(米 国規 格)、EDIFACT(欧 州、 国際規格)な どの業界

横断的標準規格が構築 され ている。我が 国では、業界 レベ ルの標準化活動

が10年 以上続 いているが、 その多 くは、EDIと い うよ りは帳 票 ・コー

ドの標準 化活動 であ り、EDI規 格 とい う面では、 大きな成果 を生む には

至 っていない。 しか しなが ら、 ここ2、3年 、新 しい発想に基づ く標準化

活 動が活 発化 してお り、我が国国内統一規格 の誕生 も間近い もの と考 えら

れ る。

2.1.3事 務運用規約(シ ステム運用規 約)

EDIの 本質的 な 目的 は、 ある業 務処理 システムのア ウ トプ ッ トを、電

子化情報のまま移 動 して、 別の業 務処理 システムのイ ンプッ トにす るとこ

ろにあ る。 この よ うな処理が 意味 を持つた めには、

① ある業 務処理 システ ムか らEDIメ ッセ ージが アウ トプッ トされ る条

件

② 別 の業 務処理 システムへEDIメ ッセ ージが イ ンプッ トされ る条件

の2つ について、互いに 了解が とれ てい なけれ ばな らない。 これは、事務

運用(シ ステム運用)に 関す る取 り決めであ る。

例 えばA社 がB社 へEDIに よ り発注を行 う時 は、A社 が発注 メ ッセー

ジを出力す る様 々な条件(特 に処理 内容に関す ること)と 、 その メ ッセー

ジをB社 が 自社 システムに入 力す る条 件が、一致 してい なけれ ばな らない。

す なわ ち、A社 の発注 システムか ら出力 され た メッセージは、B社 の受 注

システムへ 入力 されるべ きで、 これが給与 シス テムへ入力 され たのでは意

味がな くな る。
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このことは、 セキ ュ リテ ィ対策 とも関連 してい る。 誤 って、 給与 システ

ムへ 入力された場合、A社 は 「正 しい メッセ ージ」を出 力 したのに もかか

わ らず、予定 した結 果が得 られ ない ことになる。 この リカバ リーを如何 に

行 うか、 システム運用上の重要な取 り決めになる。

また、EDIメ ッセージの移動は、 一つの取引の成立 を表す ことが、一

般的 に知 られ てい る。問題は、 どの時 点で取 引が成立(契 約の成立)す る

かである。EDIメ ッセージが受側(受 信 側)の システ ムに届いた時 か、

受 側の シス テムに入 力 された時か、それ とも受 側の システムで処 理 され た

時か、現在、議論が分れてい る。 契約 成立時点は、取 引が何 らかの障害 で

異常終 了 した場合、損害賠償責任 を判断す るための大 きな要素 とな るので、

この取 り決 めは重要で ある。

システム運用 に関す る規約 は、現在それ程研究が進 んでお らず、未知の

要 素が多い部分で あ る。 我が 国をは じめ海外 でも標準 化検討は進 んでお ら

ず 、標準化 が必要 か どうかの議論 を行 ってい る段階で あ る。又、法律関係

の学者、専 門家が 、法的側 面か ら、 システ ム運用に関す る規約の検討 を行

ってお り、将来、EDIの 最大 の課題 になる と予想 され る。 尚、現 在のE

DIで は、ほ とん どの ケースで、当事者 間の個別取 り決め によ り処理 され

てい る。

2.1.4取 引基本規約

EDIを 行 う時 には、 「オンライン取 引契約」 と呼ばれ る特別 な契約(長

期契約)を 行 った上で、EDIシ ステムを構築す るのが、現在の手法であ

る。 この契約 の中に盛 り込む取 り決 めが、 取 引基本規 約であ るが、 この よ

うな項 目を、 ビジプロの範 囲に含 めるか どうかについては、見解が分れ る

ところであ る。

現在実際に取 り交 され てい る契約書では、EDIに 関す る記述が少な く、

「記述 にない状況が発生 した時 には、 当事者 間の協議 によ り対処す る。 」
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とい う例外規定で済 ませ てい るケースが多い。但 し、会社間の取 引関係の

存在 を証 明す る通常 の 「基本取引契約」 とは別個 に、 「=オンライン取引契

約」 を締 結す ることは一般化 してお り、 当 プロジェク トでは、 この部分 も、

広義 の ビジプロに含 めてい る。

この ような契約 の世界 を標準化す るか ど うかは、大い に議論 の分 れると

ころで、 また取 り決 め るべ き内容についての分析 も、ほ とん ど進ん でいな

いのが、現状で ある。

現在のEDIは 、長期の取 引関係の存在す る企 業間で実施 され るのが大

部分であ るが、 将来は、 スポ ッ ト取引あるいはオー プン ・マーケ ッ トによ

る取 引(商 品取 引の よ うな もの)に も、EDIが 使われ るようにな ると考

え られ る。 そ うい う状 況下で、取 引基本契約が どのような形で存在す るの

か、 標準化 が必要 なのか どうか、重要課題だ と考 えられ るが、 それが必要

になるのはまだ先 である ことも確 で あ り、 こ こ 当分 の 間、標準化 の必要

性 は少 ない と言 えるだろ う。

尚、 この部分の研究 は、我が国でも海外で も、 まだほ とん ど行われてい

ない。
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2.2ア プ リケ ー シ ョン ・レ ベ ル ・プ ロ トコル の三 大 要 素

2.2.1ユ ーザ ー ・レベ ル の プ ロ トコル

図2-1に お け る 「情 報 表 現 規 約」 は、 ユ ーザ ー(コ ン ピュ ー タ ・メ ー

カ ーに対 して)が 策 定 す る規 格 で あ り、 海 外 で は 、 ア プ リケー シ ョン ・レ

ベ ル ・プ ロ トコル と呼 ば れ てい る。 情 報 表現 規 約 は 、 業 務 内容 ・業 務形 態

に 依存 す る規 格 で あ り、一 方 、 情 報 伝 達規 約 は、 コン ピ ュー タの ハー ドウ

ェア、 ソフ トウ ェアお よび 通 信 回線 に 依存 す る規 格 で あ る。 図2-1に お

い て、 情 報表 現規 約 と情 報 伝 達 規 約 が 分 け られ てい るの は 、 その 存在 基 盤

が 異 って い る か らで あ る。

当 プ ロジ ェ ク トは、 情 報 表 現 規 約 の標 準 化 の推 進 を 目的 と してお り、 以

下 で は、 情 報 表 現規 約 の分 析 を進 め る。 尚、情 報伝 達規 約 の標 準 化 につ い

て は、OSIプ ロ ジ ェ ク トとい う名称 で 、 多数 の 国 際 機 関、 各 国政 府 お よ

び 民 間機 関 が 、 活 発 な 活 動 を 行 って い るのは 、 先 に 述 べ た とお りで あ る。

2。2.2ア プ リケー シ ョン ・レベ ル ・プ ロ トコル の 要 素

(1)メ ッセ ー ジ ・フ ナー マ ッ トと デ ー タ コー ド

図2-2は 、 一 般 的 なEDIで よ く使 われ る メ ッセ ー ジの 例 で あ り、

固 定 フ ォーマ ッ トの メ ッセ ー ジで あ る。 この フ ォー マ ッ トの 特 徴 は、

① レ コー ド内 の デー タ項 目(デ ー タ ・エ レ メ ン ト)の 配 置

② 各 デー タ ・エ レメ ン トの長 さ

が 、 い つ も固定 的 に 定 って お り、 ① と② お よび 各 デー タ ・エ レメン トの

表す 意味 が取 り決 め て あ れ ば 、 メ ッセ ー ジの 意 味 解 釈 が 可 能 な こ とで あ

るo

固 定 フ ォー マ ッ トは 、 構 造 が 簡 単 で処 理効 率 が高 い こ とか ら、 古 くか

ら使 わ れ てお り、 現 在 で も一 般 的 な方 式 で あ る。 固 定 フ ォー マ ッ トを取

り決 め る要 素 は、 前 述 した よ うに、

ぜ
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① メ ッ セ ー ジ ・ レ イ ア ウ ト(レ コ ー ド ・ レ イ ア ウ ト)

② デ ー タ ・エ レ メ ン ト

の2つ で あ り、 ① は 通 常 、 メ ッ セ ー ジ ・フ ォ ー マ ッ ト と 呼 ば れ 、 ② は 、

コ ー ド表 と し て 取 り扱 わ れ て い る 。

{

、

/ 注 文 数 注文金額

●

晶 名 発注者側品名コー ド

/
名コー ド
続き) 受渡場所 納 期 備 考

`

図2-2固 定 フ ォ ー マ ッ トの 例

、

(2)固 定 フ ォー マ ッ トの 欠 点

固定 フ ォー マ ッ トに は、 い くつ かの 重 大 な 欠点 が あ る。 固定 フ ォー マ

ッ ト方 式 で は、 い つ も同 じ形 の メ ッセ ー ジ を作 成 しな け れ ば な らない 。

当然 の こ とで あ るが、 これ が 最大 の欠点 で あ る。

例 えば 、 図2-2に お け る 「作成 日付」 が 「注 文 年 月 日」 と同一 で あ

る た め、 「作 成 日付 」 を使 わ な い とす る。 こ の場 合 で も、 固 定 フ ォー マ

ッ トで は 、 「作成 日付 」 を省略 す る こ とは で きな い。 ブ ラ ン クか ゼ ロを

詰 めて 、 レイ ア ウ トを 崩 さない よ うに しな けれ ば な らな い。 これ は、 明

らか に 無駄 で あ る。

しか しなが ら、 標 準 化 を進 め る と、 この よ うな無駄 が 多 く発生 す る。

EDI規 格 の 標 準化 は、EDI利 用 者 の要 望 をで きる だ け 多 く吸 収 す る
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こ とか ら始 ま る。 そ うす る と、 同 じ 「注 文 番 号 」 で も、 会社 に よ って そ

の長 さは 様 々で あ るか ら、 最 も長 い長 さに規 格 化 され る。 同様 に、 注文

書 に含 め る デ ー タ ・エ レメ ン トも、最 も エ レ メ ン ト数 の 多 い会 社 の規 格

に合 わ せ るの が 普 通 で あ る。 結 果的 に、 全 体 の メ ッセ ー ジ長 は長 大 に な

り、 あ る会 社 は 、 い つ も大 半 が ブ ラ ン クか ゼ ロの メ ッセ ー ジを交 換す る

こ とに な りか ね ない 。

(3)可 変 フ ォー マ ッ ト

前 述 の 固定 フ ォー マ ッ トの 欠点 を取 り除 い た のが 、 可 変 フ ォー マ ッ ト

で あ る。 可 変 フ ォー マ ッ トで は 、必 要 な長 さの必 要 な デ ー タ ・エ レメ ン

トだ けで メ ッセ ー ジを構 成 す るの で、 固定 フ ォー マ ッ トの よ うな問題 は

発生 しない 。

そ の代 わ り、 可 変 フ ォー マ ッ トで は、 ダイ ナ ミッ クに、 メ ッセ ー ジ ・

レイ ア ウ トが 変 化 す るの で 、 何 らか の工 夫 を しな い と、 メ ッセ ー ジが 読

め な くな る と とも に、 メ ッセ ー ジ ・レイ ア ウ トを一 般 的 に 図示 す る こ と

が で きな い。 図2-3は 、 あ るデ ー タ ・エ レ メン ト配 置規 則 に基づ い て 、

あ る具 体 的 な注 文 情 報 を編 集 した 場 合 の メ ッセ ー ジ ・レイ ア ウ トで あ り、

普 遍 的 配 置 で は ない。

そ こで、 可 変 フ ォー マ ッ トの場 合 には 、 固 定 フォー マ ッ トにおける 「メ

ッセ ー ジ ・フ ォ ー マ ッ ト」 を、 「シ ン タ ッ クス ・ル ール」 と 「標 準 メ ッ

セ ー ジ」 の2つ に 分 解 して 表 現す る のが 、 一 般 的 で あ る。

(4)可 変 フォ ー マ ッ トの 要 素

可変 フ ォ ー マ ッ トの 規 格 は、 前 述 した よ うに 、 固 定 フ ォー マ ッ トの よ

うに 図 示 す る こ とが で きな い ので 、 シン タ ッ クス ・ル ール と呼 ば れ る 抽

象 化 され た構 文 規 則 と、 情 報毎 に定 め られ る標 準 メ ッセ ー ジ とで 表 わせ

られ る。 この2つ の 要 素 に、 デ ー タ ・エ レ メ ン トを加 えた3つ の要素 で 、

現 在 あ る可 変 フ ォー マ ッ トを用 い るEDIの ア プ リケ ー シ ョン ・レベ ル

・プ ロ トコルが 、 構 成 され てい る。
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図2-3

固定フ オーマ ッ ト

メッセニジ ・レイア ウ ト

(レ コー ドレイアウ ト)

データ ・エ レメン ト定義

(通常 、固定長)

コー ド ・デ リ ミター

可 変 フ ォー マ ッ トの例

図'2-4

可 変 フ ォー マ ッ ト

榊 メッセニジ

シ ン タ ヅ クス ・ルー ル

デ ー タ ・エ レ メ ン ト ・

デ ィ レ ク トリー

(可 変 長項 目を 含 む)

ア プ リ ㌃ シ ・ ン'レ ベ ル ● プ ロ トコ ル の 要 素
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2.23各 要 素 の ア ウ トライ ン

可 変 フ ォー マ ッ トに お け る ア プ リケー シ ョ ン ・レベ ル ・プ ロ トコル は、

前 述 の よ うに、

① 標 準 メ ッセー ジ

② シ ン タ ック ス ・ル ー ル

③ デ ー タ ・エ レ メン ト ・デ ィ レ ク ト リー(コ ー ド表)

で構 成 され る。ANSI-X.12(米 国 の規 格)お よびEDIFACT(欧 州規

格 で 国際規 格)な どにお け る規 格 表 現 で は、 上 記 ① ～ ③ に は以 下 に示 す 内

容が 記 述 され て い る。

～

(1)標 準 メ ッセ ー ジ

情 報毎 に、 情 報 を構 成 す る デ ー タ ・エ レメ ン トを、 デ ー タ ・エ レメ ン

ト ・デ ィ レ ク トリーか ら、 リス トア ップ した もの で あ る。 こ こでい う情

報 とは 、 帳 票 イ メー ジの デ ー タセ ッ ト(例 えば、 発 注 書、 送 り状(イ ン

ボ イ ス)、 納 品 書、 … … …)で あ る。

リス トア ッ プされ た デ ー タ ・エ レ メ ン トの す べ て が必 須 とい うわ けで

は な く、 必 須 デー タ ・エ レ メ ン トと任 意 デ ー タ ・エ レ メ ン トに 大別 され

る。表2-1は 、 電 子 機 器 製 造 業(EIAJ標 準)に お け る発 注 情報 の標

準 メ ッセ ー ジで あ るが 、 図中 の 「●」 印 が 必須 デ ー タ ・エ レメ ン トで あ

り、 その 他 は、 任 意 デ ー タ ・エ レメ ン トで あ る。 任 意 デ ー タ ・エ レメ ン

トは、 業 務上 必 要 が な け れ ば、 省 略 す る こ と もで き る。

表2-2に 、ANSI-X.12、EDIFACTお よびEIAJで.1989

年3月 末 で 標 準 メ ッセ ー ジが 定 め られ てい る(予 定 を 含む)情 報 の種 類

を示 す。

標 準 メ ッセ ー ジの規 格書 に は、 この 他 に、 各 デ ー タ ・エ レ メン トの説

明、 実業 務 で の情 報 の 使い 方 な ど も含 め られ る こ とが あ る。
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表2-1電 子機 器製 造業(EIAJ標 準)注 文 標 準 メ ッセー ジ

項番 項 目 名 必 項 目 内 容 属性 ・桁数

001 デ ー タ処 理NO. ● 受信者側でのデータ処理順序を表す番号 9(6)

002 情 報 区 分 ● 情報の種類を表す コー ド x(4)

003 作 成 日 付 データ作成年月 日を表す 9(6)

004 発注者 コー ド ● 注文書を発行 した企業及び部門を示す コー ド X(12)

005 注 文 先 ● 注文先(受 注者)を 示すコー ド(部 門を含む) X(12)

006 発注部門 コー ド 原価の責任部門あるいは納入部門を示す発注者社内コード X(8)

007 注 文 番 号 ● 発注者側が注文書に付けている管理番号 X(23)

008 製 造 番 号 発注者の社内原価管理等に結び付 く社内管理番号 x(19)

009 訂 正 コ ー ド ● 情報の新規 ・変更 ・取消を示す コー ド X(1)

OlO コ ッ ク 区 分
'

コック品であることを示すコー ド x(1)

011 注 文 年 月 日 ● 注文書を発行した日付 9(,6)

Ol2 単 位 数量を表す基準を示す コー ド X(3)

Ol3 単 価 ● 注文時の製品一単位あたりの値段 9(10)V(3)

Ol4 単 価 区 分 単価の確定 ・変更 ・不定を表す コ〒 ド x(1)

Ol5 注 文 数 ●

吟 亨,,A・A

取引先に対する発注数量を示す 9(9)V(3)

OI6 注 文 金 額 ● 単価x注 文数,注 文合価 9(10)

Ol7 支 給 区 分 取引先に対する支給品の有無及び支給形態を示すコー ド X(1)

Ol8 購 買 担 当 購入(発 注)担 当バイヤーを示す コー ド X(7)

Ol9 材質規格寸法 発注品の材質 ・規格 ・寸法を示す X(20)

020 仕 様 書 有 無 仕様書の有無を示すコード X(1)

021 版 数 図面 ・仕様書の作成 ・変更回数を表す X(3)

022 品 名
一般的製品名称 X(30)

023 受注者品名コヰ 受注者 側の製品 コー ド X(25)

024 発注者品名コ斗 ● 発注者側で採番した発注製品の社内管理番号 X(25)

025 図面仕様書部数 発注者側から取引先に渡す図面 ・仕様書の部数を示す 9(2)

026 荷 姿 1パ ッケージあた りの梱包数量 と梱包方法を示すコー ド x(7)

027 直 納 区 分 直納品を表す コー ド X(1)

028 受 渡 場 所 ● 納入場所を示すコード X(8)

029 検 査 区 分 検査方法を示す コー ド(全 点,抜 取,無 検査など) X(3)

030 納入指示有無 納入指示データが発行されるかどうかを示すサイン x(1)

031 納 期 ● 発注者側が取引先に提示する納期 9(6)‡31

032 納 入 指 示 数 納期毎の数量を示す 9(6)V(3)831

034 納 入NO. 納入データとの対応 チェック用 X(8)831

055 自 由 使 用 欄 共通項目か ら外 れた各社独自の情 報を入 力す るフリー・スペース X(100)

056 備 考 参考情報を入力す るフリー ・スペース X(30)

057 消 費 税 区 分 税抜 き ・税込みを示す コー ド x(1)

058 事 業 区 分 免税,課 税,非 課税 事業者の区分を示すコー ド X(1)

059 課 税 区 分 課税,非 課税,免 税,課 税対象外の区分 を示す コー ド X(1)

060 消 費 税 額 当該注文品につき、消費税法により算定された消費税額 9(10)

061 合 計 額 注文金額+消 費税額 9(10)
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表2-2標 準 メ ッセ ー ジの 種類

標 準 メ ッ セ ー ジ の 種 類

UN-

EDIFACT

ANSI

X.12
EIAJ

(注2)

PurchaseOrder ○ ◎ ◎

Invoice ◎ ◎

CustomSDeclaration ○

DespatchAdvice ○ ◎ ◎

Deliverylnstruction ○ ◎

JustinTimeMessage ○ ◎ ◎

QualityDataMessage ○

PaymentRemittanceAdvice ○ ◎

LetterofCredit ○■
InternationalForwarding/TransportMessage ○

Manifest ○ ◎

ControlMessage ○

GeneralMessage ○
、

ElectronicFormMessage ○

RequestforQuotationTR,set ◎

ResponsetoRequestforQoutationTR.set ◎

PurchaseOrderAcknowledgmentTR.set ◎ ◎

P「ice/SalesCatalogTR.set ◎

PurchaseOrderChangeRequestTR.set ◎ ◎

PurchaseOrderChangeRequest

AcknowledgmentTR.set ◎ ◎

入 荷 情 報 ◎

検 収 情 報 ◎

注1)◎:作 成済,○:作 成予定
注2)我 が国の電子機器製造業の標準(EIAJ:脚 日本電子機械工業会)
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(2)シ ン タ ックス ・ル ール

標 準 メ ッセ ー ジで 定 め られた デ ー タ ・エ レ メン トを、 コ ン ピ ュー タ ・

リー ダ ブルな メ ッセ ー ジに コー デ ィ ングす る方 法 を規 定 した の が 、 シ ン

タ ックス ・ル ール で あ る。

言語 の文 法 に相 当 し、 い くつ か の タイ プが あ る。 図2-3は 、 我 が 国

の電 子 機 器 業 界で 定 めた 標 準(EIAJ標 準)で コー デ ィン グ した 結 果

で あ り、 可変 長 の デ ー タ ・エ レメ ン トを区切 るのに 、 長 さ を2進 数 で 表

わ した タ グ(レ ン グス ・タグ)を 用 い てい るの が 特 徴 で あ る。ANSI

X.12お よびEDIFACTで は、 可 変長 の デ ー タ ・エ レメ ン トを区切 文

字(デ リ ミター)で 区切 っ てい るの が特徴 で あ る。

また 、 デー タ ・タ グを用 い て、 デ ー タの持 つ 意味 を メ ッセ ー ジの 中で

明示 した り、 同一 項 目(あ るい は 同一 項 目群)の 繰返 しを表 現す る な ど、

様 々な機 能が シ ン タ ック ス ・ル ール には規 定 され て い る。 この よ うに、

シ ン タ ックス ・ル ー ル は 、現 在 の 情報 処理 技術 を駆 使 して組 み 立 て られ

られ る が、 この 技術 を シ ン タ ッ ク ス技 法 とも言 う。

可 変 フ ォーマ ッ トを規 定 した シン タ ックス ・ル ー ル に よ って コー デ ィ

ン グ された メ ッセ ー ジを、 人 間 が 直 接読 んで解 釈 す るの は 、 困 難 で あ る。

従 って、 可変 フ ォー マ ッ トの メ ッセ ー ジは、 通常 、 コ ン ピ ュー タ処 理 を

前 提 に して使 用 され る。 また 、 多 くの業 務処理 シス テ ムで は 、 デ ー タ ・

エ レ メ ン トな どを固 定 長 と して 処 理す るた め、 可 変 フ ォー マ ッ トの 電 文

は、 図2-5に 示 す よ うに、 通 信 回線 に投 入す る前 と通信 回 線 か ら と り

だ した後 に、 変 換(コ ン バ ー ジ ョン)を 行 うのが 、 普 通 で あ る。 これ は、

EDIの 特徴 に も な ってい る。

(3)デ ー タ ・エ レメ ン ト ・デ ィ レ ク トリー

デ ー タ ・エ レメ ン トの 名 前、 意味 、 使 用文 字 種 、 最 大 長(最 小 長)を 、

す べ て の デー タ ・エ レメ ン トにつ い て、 リス ト ・ア ッ プ した 一 種 の辞 書

で あ る。最 新 の ア プ リケ ー シ ョン ・レベル ・プ ロ トコル で は 、 特 定 の デ
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企 業Aコ ンバ ー ター,ト ラ ンス レー ター 企 業B

/一 芸 ヨー＼

←-r公 海の場』 一一 ー一一→

図2-5変 換を前提に した標 準化

一 夕 ・エ レメ ン トの 属性 は 、 どの ス タ ン ダー ド ・メ ッセ ー ジに使 わ れ て

も 同一(共 通 化 され て い る)で あ るの が 大 きな 特徴 で あ る。 例 えば、「作

成 日付 」 とい うデ ー タ ・エ レ メ ン トで は、 注文 書、 納 品 書 、請 求 書、 …

… … の どれ に用 い て も、 「作 成 日付 」 の 持 つ 属性 は変 化 しない こ とで あ

る。 これ は、 当 然 の ことで あ る が、 古 い 業 界 標 準 や プライ ベ ー ト規 格 で

は 、 意 外 に 守 られ て い ない。 デ ー タ ・エ レ メ ン ト ・デ ィ レク トリーは 、

規 格 内部 の 矛 盾 の 発生 を防 止 す る 目的 で 作 られ た 、標 準 規 格 の記 述方 法

で あ る。

一 方、 デ ー タ コー ド表 は、 通 常 、 デ ー タ ・エ レ メン ト ・デ ィ レ ク トリ

ー の 付 属 文書 と して作 成 され 、 文 字 コ ー ド表 の よ うに抽象 化 され て、コー

ド ・パ タ ー ンが 設 定 され る。 例 えば、 受 発 注 メ ッセ ー ジに お け る 「発 注

者 」 と 「受 注者 」 は、 従 来、 「発 注者 コー ド」 、 「受 注 者 コー ド」 の よ

うに別 々に設 定 され て い た。 最新 の 規 格 で は、 デ ー タ ・エ レメ ン ト・デ

ィ レ ク トリー上 で 、 「発 注者 」 と 「受 注 者 」 の意味 を規 定 し、 コー ド ・

パ ター ンにつ い ては 、 コー ド表 上 で 、 「企 業 コ ー ド」 とい う抽 象 的 な デ

ー タ コー ドを設 定 し、 「発 注者 」 、 「受 注 者 」 の両 者 に 共 通 に使 える よ

うに して、 合理 化 を図 って い る。
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一
3.内 外 の 動 向

EDIの 効 用 は、 多 くの企 業 、 業界 団 体 、 公 益機 関 お よび調 査 機 関 か ら報 告

され て い るが 、 実 施 す る場 合 の 解 決課 題 も数 多 い。 そ の主 要 な 課題 は、 アプ リ

ケー シ ョン ・レベ ル ・プ ロ トコル の標 準 化 で あ る。 極 論す れ ば、 標 準 が な くて

も、EDIの 実 施 は 可 能 で あ る。 しか しな が ら、 プ ライベ ー ト ・プ ロ トコル に

よ るEDIは 、 非 効 率的 で、EDIの メ リッ トを大 幅 に殺 して しま う。

そ こで 、 日 ・米 ・欧 で、 活 発 な標 準化 活動 が続 い てい るが 、 本 章 で 、 そ の一

部 を紹 介 す る。

3.1海 外 動 向

3.1.1TDCCとASC(米 国)

米 国 で は 、1970年 代 か らEDIの 標 準化 に関 す る検 討 が 続 い て い るが 、

そ の リー ダ ー ・シ ップを と って きた のが 、TDCC(TransportData

CordinateCommittee、 現EDI-Association)で あ る。TDCCは 、

1970年 代末 に、 独 特 のTDCCフ ォー マ ッ ト(可 変長 方 式)を 発表 した

が、 広 く普 及 す る には 至 らなか った。 そ の 後、 続 々と各 業 界 か ら業 界 標 準

フ ォー マ ッ トが 発 表 され、1980年 代 の 始 めに は、 少な くとも12種 類 の 互

関 性 の ないEDI標 準 が存 在 した と言 われ る。

そ うい う状 況 の 中 で、ANSI(米 国規 格 協 会)は 、ASCX .12を

設 置 し、 そ れ らの規 格 の統 合 化 を 図 った。ASCX.12設 置 後 は、TDC

CはAIAG(自 動 車 業 界 の 団 体)な どと と もに、ASCX.12の 主 要 メ

ンバ ー とな り、TDCCフ ォーマ ッ トの改 良が 実 施 され 、1983年 と1986

年 の2回 に渡 り、米 国 内標 準ANSI-X.12規 格 が 発表 され た。

ANSI-X.12規 格 は 、業 界 横 断的 な 多機 能 な規 格 で あ るが、 発 表直 後

は それ 程 普及 が進 ま ず、 本 格 的 に普 及 し出 した のは、 つ い 最近 で あ る。 現
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在全米で、数千社がANSIX.12を 使用してい ると言われてい るが、確

か な数字 は不 明である。 尚、取 引上の関係か ら、我が国で も利用者がい る

と言われてい る。

3.1.2欧 州規 格TDl(ヨ ー ロ ッパ)

米 国で の標 準化 動 向 に着 目 した ヨ ー ロ ッパで は、 各 国の 貿 易 手 続 簡素 化

推 進 機 関が 共 同 でEDI規 格 の研 究 を進 め、1980年 代 にTDI規 格(可

変 長)を 発表 した。 さ らに、 この規 格 を ベ ースに したTEDIS(Trade

EDISystem)プ ラ ンの 発 表、 さ らには、GTDI(GuidelineTDI)の

発 表 とい うよ うに、 次 々に 、EDI標 準化 に関 す る レポ ー トを 発表 した。

しか しなが ら、 ヨー ロ ッパ で はEDIの 普 及 が 遅 れ た こ と も影 響 して、

TDI規 格 の 普及 は進 まず 、事 実 上 、 ペ ーパ ー プラ ンに終 って しま った。

そ こで 次 の段 階 で 、 ヨー ロ ッパ各 国 が と った行 動 は 、 活 動 の舞 台 を 国連

のECE(欧 州地 域 経 済 委 員 会)へ 移す こ とで あ った。 さ らには 、 国 際標

準 化 機 構(ISO)の 活用 で あ った。 こ う して、 ヨー ロ ッパで の 標 準化 活

動 は、 国際 標 準化 活動 へ と転 身 す るこ とに な った。

↓

3.1.3EDIとTDl

ヨー ロ ッパ各 国 が 国際 標準 化 活 動 を 行 うに 当 って、 先 ず 考 慮 しな けれ ぼ

な らなか ったの は 、 米 国 で あ る。 米 国 で は、 既 に一 部 の 企 業 がEDIを 実

施 して お り、 最 初 に、 そ の ネ ー ミン グが 当 って、rEDI」 かrTDI」

か の 大 論争 を 行 うこ とにな った。

EDIは 元 々米 国 内の デ ー タ交 換 を ベ ース に した モ デ ルで あ り、TDI

は ヨー ロ ッパ各 国 間の 国際 デ ー タ交 換 をベ ー スに した モ デ ル で あ る。 両者

の違 い は、 国境 を 越 えるか 越 えな いか で あ るが 、伝 統 的 な 国境 の秩 序 を重

ん じる ヨー ロ ッパ の思 考 と国 境 を撤 廃 した 自 由な デー タ交 換 を重 視 す る米

国 の思 考 が、 衝 突 した と も言 える。
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この 論 争 の 結 果、 ヨー ロ ッパ側 はEDIの 妥 当性 を 認 め、 逆 に 国 際 標 準

規 格 は 、TDIを ベ ー スに、 新 た に策 定 す る こ とにな った。 そ して 、 規 格

策 定 を行 う組織 と、 そ れ を支 援 す る組 織 が整 備 され る こ とに な った が 、 こ

れ らの 組 織 を、UN-JointEDIと 総 称 す る。

3.|.4UN-JEDl(国 連)

国 際 標 準 化 は、 国 連ECEの 貿 易 手 続 簡 素化 作 業 部会(WP.4)の 中

のGE1(専 門 家会 議)に 、 ラポ ー 歩一 ・グル ー プを組 織 .Lて 行 わ れ てい

る。 この ラポ ー タ ー ・グル ー プがUN-JEDIで あ る。 ラポ 一 夕 ーは 、 米

国 、 西 ヨー ロ ッパ 、東 ヨ ー ロ ッパ な どの 、標 準化 推 進 グル ー プの 代 表 で あ

り、 国 際 標 準 化 に 係 る すべ ての 意 思 決 定 を 一 任 され てい る。

この ラ ポ ー ターを 支 え る よ うに、 各 地 域 に標 準化 推進 組織 が 整 備 され て

い る。 米 国 には、ASCX.12に 、 国際標準化 を 担 当す る特 別 グル ー プ と

して、 イ ン ターナ シ ョナ ル ・プ ロジ ェ ク ト ・チ ー ムが設 置 され 、 図3-1

の よ うな 組織 が 整 備 され てい る。 一 方 、 西 ヨー ロ ッパ で は、EDIFACT

BOARDと 称す るEEC(ヨ ー ロ ッパ経 済 共 同 体)を 事 務局 とす る委 員会

が 設 置 され 、 図3-2の よ うな組 織 が 整 備 され て い る。 東 ヨー ロ ッパ に も

ほ ぼ 同等 な組織 が あ る。

これ らの組織 は、 規 格 原 案 の作 成 を行 うと と も に、採 択 され た標 準規 格

の 普 及 に 関す る作 業 も行 う。 各組 織 とも、 一 般 企 業 か ら派 遣 され た 有志(ボ

ラン テ ィア)に よ っ て構 成 され てお り、 参 加 企 業数 は、 数 百社 に 達す る と

い う。

この ラポ ー ター制 度 の 結 果、 米 国、 西 ヨー ロ ッパお よび 東 ヨー ロ ッパ は 、

対 等 の1票 ず っ の 投 票 権 が 確 立 して お り、 従 来 の1国1票 方式 の 問題 点 で

あ る米 国 、 ヨー ロ ッパ間 の ア ンバ ラ ン スの問 題 が 、 解決 され て い る。

尚、 我 が 国か らは ラポ 一 夕 ーが 参 加 してお らず 、 また ラポ ー タ ー を支 え

る組 織 も整 備 され てい ない。 ラポ ー タ ーの派 遣 や 組織 の 整 備 は、 今後 の 検
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国連の組織
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図3-1米 国の国際標準化対応組織
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図3-2ヨ ご ロ ッパの国際標準化対 応組織
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討課題で ある。

3口.5UN-EDIFACTプ ロジ ェ ク ト

UN-JEDIは 、1986年3月 に 結成 され た 後、 た だ ち に新 しい 国際 標

準 規 格 の 策 定 を 開 始 し、1987年 に は、 最 初 の成 果 と して、EDIFACT

と称 す る新 しい シ ンタ ッ クス ・ル ール を 発 表 した。 この 規格 は、ISO/

TC154へ 、 フ ァー ス ト ・ トラ ッ ク方式 のISO規 格 案 と して 申請 され 、

投 票 の 結 果 、1987年12月 に 、ISO9735と して登 録 され た。

続 い て、UN-JEDIは 、 イ ンボ イ ス の 標 準 メ ッセ ー ジ策 定 作業 を行

い 、1988年9月 に、 国 連ECE規 格 と して採 択 され た。 現 在、 パ ーシ ャ

ス ・オ ー ダ ー(PurdlaseOrder)の 標準 メ ッセ ー ジが 策 定 され てお り、1

989年3月 に国 連ECE規 格 と して採 択 され る こ とが 予 定 され てい る。 尚、

標準 メ ッセ ー ジのISO規 格 化 は、 現在 の と ころ 予 定 され てい ない。

1988年9月 には 、 これ ら一 連 のUN-JEDIに よ る作業 全 体 をrU

N-EDIFACT」 と呼 ぶ こ とが 決 定 され た 。

3.1.6国 連ECEとlSO

国連ECEのWP.4は 、 以前 か ら国 際 標 準化 に お け るISOの 役 割 を

重視 して お り、TC154を 通 じての 、 国 連ECE規 格 のISO規 格化 を

行 ってい る。 この規 格 化 は、 通 常、 フ ァー ス ト・ トラ ッ ク方 式 で 行わ れ て

お り、 主 な もの は、ISO7372とISO9735で あ る。

ISO7372は 、 国 連貿 易 デ ー タエ レメ ン ト集 と呼 ば れ てお り、 国連E

CEのTDED(TradeDataElementDirectory)そ の もの で あ る。 ま

た、ISO9735は 前 述 した よ うにEDIFACT(シ ン タ ックス ・ル ール)

そ の もの で あ る。

ISO規 格 化 は、 規 格 そ の もの の 価 値 を高 め る と と もに、ISOを 通 じ

て、 日本 な どのECE未 加盟 国へ も、 規 格 の存 在 を 周 知徹 底 で き る とい う
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観 点 か ら行 わ れ て い る と考 え られ るが、 そ の効 果 を疑 問 視す る 向 きが あ る

他 、 そ もそ も ア プ リケー シ ョン ・レベ ル ・プ ロ トコル そ の ものが 、ISO

規 格 化 に 馴染 ま ない との批 判 もあ る。
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3.2国 内 動 向

3.2.1従 来の活動

我が国では、 これ まで、 金融 業、流 通業および一部の製造 業で、 業界別

の標準化活動が行われ てきた。

金融業 では、全 国銀行協会 連合会が中心 とな り、全銀為替 交換 システム、

CD統 一手順(B改 手順)お よび全 銀手順(FB用)な どの標 準規 格を策

定 し発表 してきた。全国統一 金融機 関番号の よ うなデータ コー ドの規格 も

ある。

流通業では、 ㈲流通 シス テム開発 セン ターが中心 とな り、J手 順の策定

お よび発表、JANコ ー ドの制定管理、共通取 引先 コー ドの管理 な どを行

ってい る他 、業界団体 を核 とした標準化活動が行われてい る。 これ らの活

動の結果、 チェーン ・ス トア協会 フ ォーマ ッ ト、百貨店協会 フ ォーマ ッ ト、

家電業界 フォーマ ッ トな どが開 発 され たが、 それ らの フォーマ ッ ト間に互

換性 のないのが、 問題点 である。最近、JANロ ン グコー ドと称す る新 し

い共通商品 コー ドも開発 された。

製 造業では、1970年 頃にθ鋼材倶楽部 で行われた鉄鋼業界 の標準化が

唯 一の もので、その後、 目立 った標準化活動 は行われていない。 この鉄鋼

業界の標準は、現在、鉄鋼 ・商社 間のEDIに 使われてい る。

以上の我が 国の標準化活動は、いず れ も、業界別 かつ伝統的 手法(固 定

フォーマ ッ ト)に 基づ く標準化 を 目標 とした もので あ り、 現在必 要性が増

加 してい る業界横 断的標準化 に対 して、 力不足 である ことが、大 きな問題

点で ある。

3.2.2VAN事 業 者 とEDl

1985年 の 電 気 通 信法 の 改正 を契 機 に、 わ が 国 の ネ ッ トワー ク化 は急 速

に進 み 出 した が、 そ れ と と もに、EDIも 発展 した 。 特 に、 流 通 業 で著 し
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くEDIが 拡大 したが、遅 れて、製造業 で もEDIが 拡大 し始めている。

最近 のEDIの 特徴 は、電気通信法の改正の結果生 まれた、VAN事 業

者が 関係 してい ることで ある。VAN事 業者は、EDIの ユーザーに、特

にEDI用 に設計 された通信手段 を提供 してい るが、 ユーザーの中には、

VAN事 業者に よるEDI規 格の変換 を望む声 もか な りあ る。EDI規 格

の変 換(フ ォーマ ッ ト変 換)は 、 コス トが か さむた め、 今の ところサポー

トす るVAN事 業者は ないが、我が国には、 まだ、 国内統一規格が ないた

め、今後 もこの よ うな声が大 き くなる と思われる。

また、従来の業界標 準は、1対1の ダイ レク トなデー タ交換 をベースに

したEDIが モデルにな っているので、VAN事 業者 を介 したn:nのE

DIを 行 う場合、少 なか らぬ 問題があ る。 今後、VAN事 業者 の介在 を前

提 に した新 しいEDI規 格が必要 だ と考 えられている。

以上の ように、 従来 の業界標準をベースに したEDIの 拡大は、限界に

近づ いてい る。 この状態 を打破す るた めには、業界横断的標準化 とVAN

事業者に よるEDIの サポー トとい う新 しい コンセ プ トに基づ くEDI規

格の開発が必要 である。

3.2.3新 しい標準化活動

前述 のよ うに、現在急 速 に、業 界横 断的 国内統 一規格の必要性が 高ま っ

てい るが、その よ うな要望に応 えるべ く㊥ 日本情 報処理 開発 協会 に設置 さ

れた のが、産業情 報化推進 センターで ある。

同 センターでは、新 しいEDI企 画 の確立へ 向けて、様 々な検討 を行 っ

てい るが、 第一段階の活動 として、 従来路線 の延長で ある業界団体 を核 と

した標準化 活動 の強化 を行 ってい る。 も っとも、従来路 線の延長 と言 って

も、既 にある組織の有効活用が中心 とな ってお り、検討 内容や方法は、従

来路線 とは異 な り、新 しい手法を用 いてい る。

主 な検討 課題は、 各業界毎の データ ・エ レメン ト・デ ィレク トリーの確
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立 と各業界毎の標準 メ ッセージの確 立である。 これ らは、将 来業界横断的

に統合化 され、新 しい規格の主要 部分 を構成す るものであ る。 また、従来

の標準化の ベー スにな る帳票 を用い ることを止 めて、最初か らペ ーパー レ

ス ・システムを 目標 と し、業 務上必 要なデータを分析す るとい う手法で作

業が行われ てい る。

この活動 に参 加 してい る業界は、 電子機器業界、電線業界、 石油化学業

界 な どで あ り、電力業界 も自主 的に 同様な活動 を行 ってい る。 電子機器業

界 では、既 に最初の成果 を得てお り、将来の規格 拡大をあ らか じめ盛 り込

んだrEIAJ標 準」が構築 され、 平成元年4月 以後、実使 用 され る予定

である。

さらに、 同セン ターで は、今後の新 しいEDI規 格 に使われ る 「標準企

業 コー ド」 の登録 管理 を、平成元年 末か ら開始 する予定で あ り、現在、そ

の準備 が進 め られ ている。 この 「標準企業 コー ド」は、 昭和60年 度、61

年度 の2年 間に渡 り、 同セ ンターで実 施 された 「共 通 コー ドの調査研究」

の成果に基づ くもので、 将来 の コー ド標準化 の動向 を考慮 して設計 され て

いるものであ る。
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3.31SO/TCl54へ の参 加 とEDl委 員 会 の設 置

3.3.|ISO/TC154の 概 要

(1)ISO/TC154の 対 象 分 野

ISO/TC154に は、 『行 政 ・商 業 ・工業 用 書 式及 び 記 載 項 目 』

とい う タイ トル が 付 け られ てお り、 作 業 範 囲 と して、 以 下の よ うな説 明

が され て い る。(原 文 は、 注1を 参 照)

行 政 機 関や 商 業 、 工 業 界 に お け る情 報 交 換 のた めの デ ー タ記 録

及 び 表現 の標 準 化。 但 し、 機 械 等 に よ り読 み 取 る型 式 の もの は、

ISO/IECJTC-1の 範 疇 で あ る ので除 外 す る。

TC154に は、 現 在 、 次 の3つ のSCが あ る。(か っこ 内は幹 事 国 、

TC154の 幹 事 国は 、 ス ウ ェー デ ン)

①SC1… … …用 語(カ ナ ダ)

②SC2… ……文 書(ス ウ ェ ーデ ン)

③SC3… … … デ ー タエ レメ ン ト(フ ラ ンス)

④SC5… … …旅 行 と レジ ャー(フ ラ ン ス)… …198&11設 置

(注1)TCl54

(1972)

S・c・et・ri・t

§cope

Docu皿entsanddataelementsinadministration,

col血erceandindustry

・SIS(Mr
.E.Knutsen)

・・Sandradizaitionofdocumentsandrepresentationof

dtausedforinformationinterchangewithinadmin-

itratiOn,CO㎜erCeandindUStry.

Ecluded:

documentsintendedtobereadby皿achinesonly,

fallingwithintheresponsibilityofISO/IECＬTC1.

Ref. Secr. Co㎜itteestructure

SC1 SCC Ter田inology

WG1 AFNOR Touri 皿andleisuer-Ter皿inology

SC2' SIS Do四m nts

WG4 AFNOR Touri mandleisuer-lssueddocu皿ents

WG5 Addre sing
SC3 AFNOR Data le皿entsandinterchangeformats

WG2 AFNOR TourismandIeisure-Dataele田ents

WG3 AFNOR Tradedatainterchange

(注)1988.1現 在
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す なわ ち、我 が 国で は 、 ビジネ ス プ ロ トコル と呼 んで い る 「メ ッセ ー

ジ ・フ ォー マ ッ ト」 及 び 「デ ー タ コー ド」 の標 準 規 格 を審 議 す る技術 委

員 会 で あ り、 よ り具 体 的 に は、EDI(ElectronicDataInterchange)

の 標 準 化 に必 要 な規 格 を審 議 す る場 で あ る。EDIの 標 準 化 に必 要 な規

格 の中 に は、 通 信 回線 や ネ ッ トワー クにお け る伝 送 手 段 に関 す る規 格 も

含 まれ るが、 こ の部 分 は、TC154の 担 当範 囲か ら、 除 外 され てい る。

こ の辺 りの役 割 分 担 は、 図3-3の よ うに整 理 され てい るが 、 実 際 は、

柔 軟 に 運 用 され てい る。 例 えば 、 デ ー タ コー ドにつ い ては 、JTC1
(注2)

(旧TC97:情 報 処 理)で も審 議 され てい る。

ビジネス

プ ロ トコル

(フ ォーマ ッ ト,
コー ド等)

ネ ッ トワー クプ ロ トコル

(伝 送 手

推 進 セ ン ター` 日 本 銀 行

TC154 TC68

(銀行業務以外) (銀 行 業 務)

情 報 処 理 学 会
ロ トコル 旧ISO/TC97

JTC1
順) (情 報 技 術) 旧IEC

関係TC
'注:SC6-OSI4以 下 ・

SCl4一 デー タ コー ド

SC20-Security
SC21-OSI5以 上

・FlameWork'

図3-31SO/IEC/JTC1、ISO/TC154、ISO/TC68の 関 係

(注2)旧TC97-SC14で デ ー タ コー ドの審 議 が 行わ れ てい る。
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今後TC154で 審 議 され る テ ー マは、 役 割 分担 上 は、EDIFACT

(後 述)の 周 辺 を補 強 す る規格 で あ るが、 実 際 は、EDIに 関 係す るす

べ ての 部 分 が 対象 とな る可 能性 が あ る。

(2)TC154とUN-JEDI(UN-JointEDI)

TC154で 審 議 され る新 規 格 は、 通 常 、TC154のPメ ンバ ー(S

メ ンバ ー を含 む)に よ って提 案 され るが 、 外 部 の 関 係 グル ー プの 提 案 に

よ る新 規 格 が 、 審 議 の 対象 とな る こ とも多 い。TC154と 関係 の 深 い

グル ー プの 代表 は 、UN-JEDIで あ る。 これ は、EDI発 展 の歴 史

と深 い 関 係 が あ る。

EDI(ElectronicDataInterchange)は 、 運 輸 関 係 の 、 主 に、 イ

ンボ イ ス ・デ ー タ交 換 の 効 率化 を 目標 に して、10年 以上 前 か ら、 貿易

業界 を 中心 に して 検 討 が 始 ま った。 そ こで、 国連ECE貿 易手 続簡 素 化

作業 部 会(UN-ECE)な どでEDIの 検討 が進 め られ て きた。

EDIの 歴 史 は 標 準 化 の歴 史 で あ る。 デー タ交 換 を ス ム ー ズに行 うた

め には 、 フ ォー マ ッ トを始 め と して様 々な標 準 化 が必 要 であ り、 これ ま

で、 米 国及 び 欧 州(UN-ECE)で 様 々な試 み が成 され て きた。 そ し

て、 米 国 で は、ANSI-X.12規 格、 欧 州で は、TDI規 格が 次 第 に

充 実 して きた が、 将 来 の広 範 な取 引 デ ー タ交 換 の 増 大 を考 慮 し、 新 た に

国際 標 準 化 の作 業 が始 ま った。 この 作業 を 行 う グル ー プは、USグ ル ー

プ(ASCX12)とUN-ECEと が、 合 同 して結 成 し、UN-JE

DIと 呼 ば れ て い る。

UN-JEDIが 検 討作 成 した 新 しい規 格 案 は、 国 際 規 格 と して広 く

普及 す る よ うに、ISO/TC154の 場 へ持 ち込 まれ る こ とに な った 。

こ う して、TC154とUN-JEDIは 、 きわ め て 深 い 関 係 を持 つ こ

とに な った。(付 図一2参 照)

UN-JEDIがTC154の 場 に持 ち込 ん だ新 規 格 は、FEDIFACT」

と称 す る、国 際 標 準 デ ー タ交 換 フ ォー マ ッ ト(シ ン タ ッ クス ・ル ー ル と
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呼 ば れ る)に 関 す る規 格 で あ る。

「EDIFACTＬ

ElectronicDataInterchangeForAdministration、

CommerceandTransport

す な わ ち、 我 が 国 で は、 ビジ ネ ス プ ロ トコル と呼 ん で い る規 格 で あ る。

EDIFACTは 、 主 に、 産 業 界 の 受 発注 な どの 、 取 引 に 関す る デー タ交

NClTD

〔米

TDCC

副

AIAG

〔ヨ ー ロ ツ,ぐ 〕

SITPRO

貿 易 運 輸 ■ ・ ・ 自動車 貿 易 ・ 運 輸

,

ANSIX.12規 格

(ASCX12)

' TDI規 格

(UN-ECE)

7

EDl.FACT(lSO/TCl54)

EDIFACT規 格草案

(UNJointEDl:

ASCXI2,UN-ECE)

`

¶ P

国 際 標 準(注)O内 は、横綱 織名

ビジネスプロトコル

NCITD=NationalCouncilonInternationalTradeDocumentation

TDCC:TransportationDataCoordinatingCo皿mittee

AlAG:Automotivelndvs-trialAction6roup

SITPRO:SimpiificationofInternationalTradePROcedures

ASCX12:AccreditedStandardCommitteeX12

UNECE:UNEconomicCo㎜issionforEurope

EDIFACT:ElectronicDataInterchangeForAdministration.

Co田田erceandTransport

図3-4EDIFACTと 他 規 格 の 関係
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換の た め の 国際 標準 規 格 で あ り、 米国 のANSIX.12規 格 と欧 州 の

TDI規 格が 融 合 した もの で あ る。

そ して、EDIFACT(ビ ジ ネ ス プ ロ トコル)は 、OSI標 準情 報 通

信 シ ス テ ム(ネ ッ トワー ク ・プ ロ トコル)の 上 に展開 す る こ とを基 本 条

件 に して お り、 今後 、 国際 間の 商用 デ ー タの 交 換(国 際EDI)に 用 い

る こ とを、 目的 と して い る。

(3)TC154の 関 係業 界

TC154は 、EDIの 規 格化 に関 す る場 なの で、 そ の 関 係業 界 は 、

か な り広 範 囲 に な る。EDIを よ り広 範 囲に 行 うた めに は 、 図3-5に

示 す よ うに、 取 引が 単 一 業 界 内に閉 じてい な い の で、業 界 横 断的 標 準 化

が必 要 に な る。 従 って 、 そ の標 準 化 の審 議 を行 う場 に は、 多数 の 業 界 の

代 表が 参 加 す る必要 が あ る。

電子 機 器

組 み立 て

図3-5製 造業界の取 引関連図例

(4)ISO/TC154の 活動状況

①EDIFACTの 審議

国連経済社 会理事 会の下に設け られ てい る国連欧州経済委員会(E
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CE)の 貿 易拡 大 委 員 会 は.1984年12月 の第33回 会期 で 、 貿 易

デ ー タ交 換 の た めに 種 々の シ ス テ ム間 で 、 国際 的 な互 換 性 を確 立 す べ

く、 あ らゆ る努 力 を 傾注 す べ き こ とが議 論 され た。

同委 員会 の 作業 部 会 で あ るWP.4は 、1986年3月 の 会議 でTD

I、ANSIX12の 統 合 とデ 一 夕 エ レ メンF、 標準 メ ッセ ー ジ/ト ラ

ンザ クシ ョンを取 り扱 うた めのUN(国 連)ECEとUSグ ル ー プに

よ る合 同 グル ー一…プ(UN-JEDI)の 結成 を承 認 し、 同年9月 、U

N-JEDIグ ル ー プに対 し下 記 事 項 を 委託 した。

a.国 際 規 格 と してISOに 提 出す るた めの シ ン タ ックス草 案 の開 発

b.修 飾 子技 法 と コ ー ドを含 む標 準 メ ッセ ー ジ(UNSMS)の 開 発

c.標 準 メ ッセ ー ジの 準 備及 び 現 行 シス テ ムか らの移 行 に 関す る ガイ

ドライ ンの 作 成

d.EDI及 びEDIの た め の一 般 標 準 の促 進 に関す る文 書の 改 定 と

編 集

UN-JEDIグ ル ー プは、 合 意 された シン タ ッ クスの 概要 をWP.

4事 務 局 に 提 出 し、1987年3月 、EDIFACTの 名称 を採 択 し

てISO宛 文 書 を提 出 した。EDIFACTは 、1987年9月ISO

/TC154に お い て、 反 対 な しの圧 倒 的 多数 で承 認 され 、 国際 規 格

IS9735と して登 録 され た。

尚、EDIFACTは 、WP.4で 発 表 した 貿 易 デー タエ レ メン ト

集(UN-TDED)お よび 貿 易書 式 設 計 の基 準 とな る 国連 レイ ア ウ

トキ イや 関 連 コー ドに 関す る 勧告 の 使 用 が、 暗 黙 の うち に 想定 され て

い る。
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② 現 在 、 審 議 中 のDP以 上 の 文 書(注4)

TCl54で は 、 下 記 の文 書 が審 議 中 で あ るが 、 現 在 、Draftは 出

され て い な い 。

DP643290-08 Documentsusedinadministration,comerce
andindustry--lnvoicelayoutkey

DP676087-08Documentsanddataelementsinadministration,

(審 議 完 了)co㎜erceandindustry--Vocabulary

DP737289-01 2Tradedatainterchange--Tradedataele皿ents

directory'

(RevisionofISO7372-1986)

DP84.3989-08Basicrulesforthedesignofforms

DIS860187-12

(審 議完 了)

Dataelementsandinterchangeformats--

Informationinterchange--RePresentation

ofdatesandtimes

(1988-06-151SO8601登 録 完 了)

3.3.21SO/TC154へ の参加

我が国は、従来、ISO/TC154へ は、0メ ンバー として参加 して

いたが、EDI規 格の 国際標準化 の進展 とともに、TC154の 重要度が

増加 したため、 日本工業標準調査会の意向によ りPメ ンバ ーと して参加す

ることにな り、 昭和63年3月 にISO中 央事務局 に、正式登録を行 った。

た。

Pメ ンバ ーにな った ことに よ り、我が国は規格案審議 にお ける投票権を

得 たが、 我が国 としての意見 をと りま とめるための審議機関 も同時に必要

にな ったgそ こで、ISO/TC154国 内審議委員会 を設置す る ととも

に、事務局で あるISO/TC154国 内審議団体を、㈲ 日本情 報処理開

(注4)①N文 書:規 格草 案 の た た き台 で あ る。(ど の規格 もN文 書 と して審議 が始 ま る)

②DP文 書:規 格 草 案 で あ る。 通 常 、N文 書が 昇格 した もの で あ る。

③DIS文 書:規 格 原 案 であ る。 通 常、DP文 書 が昇 格 した もので あ る。 この文 書

が承 認(合 意)さ れ た場合 、ISO規 格 と して登 録 され、 各 国 へ新

しい 国際 標 準 規格 と して、通 知 され る。
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発協会産業情報化推進 セ ンターが 引き受けた。

ISO/TC154国 内審議委員会 は、我が 国の主な業界の代表約30

名の委員で構成 され、第1回 総会 は、昭和63年7月18日 に開催 された
。

この委員会 の設 置 によ り・今後、我が国が国際標準化 に貢献 できることが

期待 されている。

D

カ

①
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①

の

別

別
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①

の

1

1

1

1

1

(
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(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

家電業界(働 家電製品協会)

鉄鋼業界(閲 鋼材倶楽部)

情報処理サービス(㈲ 情報サービス産業協会)

石油化学業界(石 油化学工業協会)

石油業界(石 油連盟)

電機専門商社(全 国電機卸商連合会)

電力業界(電 気事業連合会)

電線業界(㈱ 日本電線工業会)

電気 ・電子業界(閲 日本電子機械工業会)

紙パルプ業界(日 本製紙連合会)

自動車業界(㈲ 日本自動車工業会)

総合商社({社旧 本貿易会)

航空 ・運輸(日 本船主協会他)

コンピュータ.(閣日本電子工業振興協会)

図3-61SO/TC154国 内審議 委員会への主な参 加業界

3.3.3EDl委 員会 の設置

EDI委 員会 とは、 ㈲ 日本情報処理 開発協会産業情報化推進 センターに

設置 された電子取 引標準化推進 委員会 の略称 である。 この委員会 は、我が

国のEDI規 格 の標準化 促進 を主 な 目的 としてい るが、特に、業界間の連

携を進 める場 としての機 能が重視 され てい る。

現在、全委員が、ISO/TC154国 内審議委員会 の委員 と兼 務にな

ってお り.、図3-6に 示す主 要業界の代表で構成 され てい る
。昭和63年
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12月9日 に第1回 総会が開催 され、ただちに、我が国の国内統一 シンタ

ックス ・ルール策定 に関す る検討開始 が決議 された
。 この決議 に従 い、平

成元年3月 に、 シンタ ックス ・ルール専門委員会が設置 され、先ず既存の

規格の調査が開始 された。

EDI委 員会 では、 この他に、 標準企業 コー ドの審議 も行われてい るが
、

標準化 における業 界間の調 整に積極 的に関与 してい くことが予定 されてい

る。 これ らの活動が、我 が国の標準化 を促進 させ るとともに、標準化組織

を活性化 させ、 それがやが て、国際標準化 への積極的参加の基礎 になると

考 えられ る。現在の組織 を図示する と、図3-7に な るが、 この場 を通 じ

ての新 しい展開が・ 大いに期待 される。

国内標準化推進対応

電子取引標準化推進委員会
(通称:EDI推 進委員会)

業

界

委

員

会

● ● ● ●

業

界

委

員

会

幹 事 会

専門委員会

ISO規 格審議対応

ISO/TC154国 内審議 委員会

ll

幹 事 会

1

…繍ii::・

灘 陰"

■ ● 分科会

・注・團 蹴 済・た・設置予定

図3-7我 が 国の標準化推進体制
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4.新 標 準 の確 立 へ 向 け て

我が国の今後のEDIの 発展 を考 えた場合、是 非 とも必要 に なるのが、業 界

横断的国内標準規格 である。現在のEDIの 拡大の テンポ を考慮すれ ば、なる

べ く早 く確立す る必要があ る。既 に、 それへ向けての作業 は開始 されてい るが 、

今後相当努 力 しなければ、実効が上が らない と考 えられてい る。 当然、我が国

の総 力を結集 して、事 に当た らなければな らないが、 ただ 闇i雲に作業すれば 良

い とい うもの ではない。 本章では、新標確立へ向け ての作業 のポイン トについ

て述べ る。

4.IEDlの モデ ル

EDI規 格 を 策定 す る に 当 って 、先 ず 考 え なけ れ ば な らない のは 、EDI

の モ デル で あ る。EDIの モ デル を作 成 す るに 当 た って は 、 い くつ か の要 素

につ い て、 現実 へ の マ ッ ピン グ検 討が 必 要 に な る。 その要 素 とは、

① 情 報 処 理 モ デル

② ネ ッ トワー クモ デル

で あ る。 以 下 に、 そ れぞ れ の 留 意 点 を簡 単 に ま と め る。

4.1.1情 報処理モデル

情報処理 モデルは、様 々な形があ るが、大き く分 けると、次 の3つ の形

態 になる。 それは、

① 完全集 中型

② 集 中 ・分散型

③ 完全分散型

である。ANSI-X.12やUN-EDIFACTな どは、 ③のモ デルに基づ

いた規格であ る。全銀手順やJ手 順 も同様で あるが、一方、 我が 国の実際

のEDIで は、 特に中小企業 を対象 とした業界VANで は、①の モデルに
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相 当す るもの もか な りある。

最近増 加 してい るVAN間 接 続による業界VANの 相互乗 り入れ では、

②の モデルになる(図4-1参 照)。 この よ うな時には、端末 部分の規格

とVAN間 接 続の部分の規格 とが違 っている例が多 く、その方 が効率が よ

い とい う意見 もあ る。 さ らに、VAN間 接続 の部分だけ標準化すれば十分

である とい う見解 もある。 こうい う状況なので、 どの情報処理 モデルをベ

ースにす るかに よって、構築す る規格 もかな り変 って くる。

A業 界VAN B業界VAN

集中型 集中型

A VAN間 接続

、r/1業 界VAN

B

業界VAN
セ ンターセ ン ター

図4-1集 中 ・分 散 型 モ デル

また 、 図4-1に お け る業 界VANは 、RCSを 含 ん で い る ケー スが 多

く、 そ の 場 合、 業 界VANの 中 は 、 オ ン ライ ン ・ リアル タ イ ム処 理が 含 ま

れ てい る ケ ー ス も多 い。 しか しなが ら、VAN間 接 続 の 部 分 は 、一 般的 に

フ ァイ ル転 送 方式(バ ッチ処 理)で あ るか ら、両 者 の 規 格 は 、 同一 にす る

のが 難 しい と考 え る こ と もで きる。

現段 階では、③の完全分散 型のモデルを基本に標 準規格 を策定す る場合

が多い。EDIは データ交換であ って、内容 に関す る情 報処理 は行わない

とい う建前 と、①や②の モデルでは、具体的 な情報処 理のバ リ干一 ション

が多過ぎて、共通規格 を設定で きないか らで ある。
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4.1.2ネ ッ トワ ー ク ・モデ ル

か つ て の オ ン ライ ン ・シス テ ムで は、 様 々な技 術的 理 由 に よ り、 専 用 回

線 を使 う こ とが 常 識 的 で あ ったが 、 最 近 のEDIで は、 む しろ公 衆 回線 を

使 う方 が 常 識 化 してい る。J手 順 や 全 銀 手 順 は 、 公衆 回線(電 話 線)の 使

用 が 前 提 に な って い るた め、 ネ ッ トワー ク上 で の メッセ ー ジ交 換 機 能 は 考

慮 され てい ない。

す なわ ち、 ネ ッ トワー ク自体 に交 換 機 能 が あ れ ば 、EDI規 格 にお い て、

メ ッセ ー ジ交 換 に 関 す る機 能 は、 特 に考 慮 す る必 要 は ない こ とに な る。 し

か しなが ら、 専 用 回線 を用 い る場 合 は、 この メ ッセー ジ交 換機 能 も含 め て

EDI規 格 を検 討 す る必 要 が あ る。

ネ ッ トワー ク ・モ デル は セ キ ュ リテ ィ対 策 と も関係 す る。 公 衆 回線 は 、

オ ー プ ン ・ネ ッ トワー クの 代 表例 で あ るが 、 そ れ だ けに、 回線 接 続上 の エ

ラー及 び 悪 意 に よ る妨 害 の影 響 を受 け易 い。 そ こで、規 格 の 中 に あ らか じ

め セ キ ュ リテ ィ対 策 を盛 り込 む必 要 が あ る が、 現在 の と ころ決 定 的 対 策 が

ない の で あ るか ら、 ネ ッ トワー ク ・モ デル に応 じた対策 にす る必 要 が あ る 。

ネ ッ トワー ク ・モ デル の最 も強 い 影響 を 受 け る のは、 通信 プ ロ トコル で

あ る。 通 信 プ ロ トコル は 、EDI規 格 の ベ ー スで あ り、 最近 、X.400

をベ ー スに したEDI専 用 の通 信 プ ロ トコル の検 討が、 行わ れ てい る。 こ

の専 用 規 格 に は 、 従 来 、 ア プ リケ ー シ ・ン ・レベ ル ・プ ロ トコルで 規 格 化

され てい た 規 約 が、 一 部 で は あ るが 、 盛 り込 まれ てい る。 その 代 わ り、 従

来 独 立 で あ る と考 え られ てい た ア プ リケー シ ョン ・レベ ル ・シン タ ッ クス

・ル ー ルが、 通 信 プ ロ トコル に よ って、 一 部制 限 され る形 に な ってい る。

また 、X.400で は、 自由 な ネ ッ トワー ク ・モ デ ルの設 定 を制 限 して お

り、 ネ ッ トワー ク自体 の 国家 管 理 あ るい は公 的 管 理 を想 定 してい る。'

4.1.3リ ア ル タ イ ム 処 理の 問題

現 存 す るEDI規 格 の 大 部分 は、 フ ァイ ル転 送 タイ プのパ ッチ処 理型 で 、
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リア ル タイ ム処 理 のEDI規 格 は 、 金 融業 の一 部 の 業 務用 に存 在す るだ け

で あ る。 しか しな が ら、 流 通 業 界 な どで は、 在 庫 照会 な どの 場 合 に 、 リア

ル タ イ ム処 理 が必 要 だ との声 が 、 大 き くな ってい る。

一 口に リアル タ イ ム処 理 と言 って も
、 実 は様 々な形 が存 在 す る。 そ の主

な 形 を、 以 下に示 す 。

① 回線 上 の デ ー タ転 送 が リアル タイ ムで コ ン ピュー タで の 処理 は 、

バ ッチ処理

② 回 線 上 の デ ー タ転 送 も コ ン ピ ュ ータで の処 理 も リアル タイ ムで、

メ ッセー ジ転 送 型

③ ② と同様 の処 理 方 式で 、 問 合 せ 応 答 型

④ ② と同様 の処 理 方式 で、 イ ン タ ラ クテ ィブな 問合 せ 応 答 を 行 う型

上 記 ① は、 前項 で述 べ たX.400で 実 現 され る処 理 方 式 で 、 リアル タ

イ ム と言 っ て も、 実 質 的 に は、 バ ッチ処 理 で あ る。 ② 、 ③ は 、 金 融 業 のE

FT/EDIで よ く使 わ れ る方 式 で 、 ④ は デー タベ ー ス検 索 に用 い られ て

い るo

後 述 す るVAN事 業 者 のEDIサ ー ビスは、 ネ ッ トワー ク上 の メ ッセ ー

ジ交 換 が 、 バ ッチ処 理 で 行 わ れ て い る ケー スが 多 く、 多 くのEDI規 格 は、

そ の 形 をベ ース に して い る。X.400ベ ー ス のEDI専 用 規 格 で 、 シ ン

タ ッ クス ・ル ー ル に制 限 を 加 えよ う と してい るの は、 この こと と関係 が あ

る。X.400は 、 ネ ッ トワー ク上 で は完 全 に リアル タイ ム処 理 の 規 格 で

あ り、J手 順 や 全 銀 手 順 よ りも リアル タイ ムに近 づ いたEDIネ ッ トワー

クを構 築 で き る。 そ の 代 わ り、 シ ン タ ッ クス ・ル ー ル に あ る程 度 の 制 限 が

必 要 にな って くるわ けで あ る。

この よ うに、 バ ッチ処 理 か リアル タイ ム処理 か の違 いは 、 シ ン タ ックス

・ル ール の構 成 に 、 大 き く影 響 す る。
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`

4.1.4VAN事 業 者 との 関係

VAN事 業 者 にお け るEDIサ ー ビスは 、 最 も発展 が期 待 で きる商 品 で

あ り、 ほ とん どのVAN事 業 者 が実 施 してい る。

VAN事 業 者 にお け るEDIサ ー ビスの要 素 は、

① 配 信 メ ッセー ジの 一 括受 取 り

② メ ッセ ー ジ振 分 け 処 理(メ ッセ ー ジ交 換)

③(特 定 ユー ザ ー へ の)到 着 メ ッセー ジ の 蓄積

で あ り、 通 信 回線 上 の デ ー タ転 送 以 外 は 、す べ て バ ッチ処 理 ベ ー スの シス

テ ムにな って い る。 従 って、 この よ うなVAN事 業 者 のEDIサ ー ビスを

活用 す るな らば、 当然 、EDI規 格 もそ れ に見 合 った もの にな ってい る必

要 が あ る。

もっ と も、 す べ てのVAN事 業 者 が バ ッチ処 理 ベ ース とい うわ け で は な

い。 例 えば、 米 国のGE社 のEDIサ ー ビス(GEIS)で は 、X.400

導 入 に よ る リアル タイ ム処 理 化 を計 画 して い る。 そ の理 由 は 、VAN事 業

者 の ネ ッ トワー クが 大 き くな る と、 バ ッチ処理 に よ るネ ッ トワー ク通 過 時

間の増 加が 無 視 で き な くな る か らで あ る。 同様 な こ とは、 我 が 国 特 有のV

AN間 接 続 の場 合 に も言 える こ とで あ る。

大 きな流 れ と しては 、 リアル タイ ム処 理 の 方 へ 向 って い る。 も ちろん 、

様 々な技 術 的 理 由 に よ り、 全 面 的 に リアル タイ ム処 理 に な る の は、 か な り

先 の こ とで あ ろ う。 しか しなが ら、 一度 定 めたEDI規 格 を 、 後 か ら変 更

す るの は容 易 で は ない の で、 望 ま しい の は、 リアル タ イ ム処 理 を 考 慮 した

設 計 で あ る。

困 った事 に、 現状 で は 、 パ ッチ処 理 ベ ー ス と リアル タイ ム処 理 ベ ースの

メ ッセー ジの階 層構 造 を一 致 させ るの は、 なか な か 難 しい こ とが、 知 られ

て い る。 従 って、 当面 は、 バ ッチ処 理 ベ ー スのEDI規 格 を構 築 し、 将 来 、

別 途 リアル タイ ム処 理 ベ ー スのEDI規 格 を構築 す るの が 、 現実 的 ア プ ロ

ー チだ と考 え られ る
。
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4.2業 務処理モデル

EDIは 、取引 に伴 う企業間の データ交 間を電子的 に行 うこ とで ある。そ

こで、EDIに 対応す る業務 とは、例 えば、発 注書を届け る行為その もの を

指 している。俗 にい う 「お使 い」で ある。 しか しなが ら、問題に しなければ

な らないのは、 その 「お使 い」 の背景で ある社内業務で ある。 何の 「お使 い」

で あるか によって、 「お使 い」 の仕方が影響を受け るか らで ある。以下で い

う業務 とは、 その社内業務を指 している。

EDIで は、通常 、2つ の企業が関係す る。 ここでは、一方 をA社 、 も う

一方 をB社 とす る。A社 で ある業務を行 うと、一 つの アウ トプ ッ ト(帳 票=

情報)が 出され、 これ がB社 に伝達 されて イ ンプッ トに な り、B社 で対応す

る業務が行われ る。 この時の情報伝達がEDIで あ るか ら、社内業務 とED

Iは 密接 な関係 にあ る(図4-2参 照)。 従 って、EDIの 規 格を検討す る

た めには、業務処 理モ デルを検 討 しなければ な らない。

A社

図4-2EDIと 業 務 処 理

42.1対 象 業 務

業 務処理 モ デルを検 討す るた めには、先ず 対象業務 を明 らかに しなけれ

ぼな らない。そ のためには、先ず業務その もの の定義 と業務単位を定義す

る必要が ある。例 えば、受発注 取引 とは、実 は、い くつかの業務の 組合せ
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で成 り立 っているので、 その一つ一つの業務を 明確に区分 し定 義 しなけれ

ぼ な らない。次 に、一 つの一 つの業務のイ ンプッ ト情報 とアウ トプ ッ ト情

報 の分析か ら、企業 間の情報 の流れ を求め る。そ うす る と、 もっとも簡単

な業 務処理 モ デル として、 図4-3が 得 られ る。

す べての対象業務 につ いて詳細な情報 フロー分析を行い、 これ を一般化

すれ ば、業 務処理 モデルが構築で きる。 しか しなが ら、この作業を行 うこ

とは、事実上、不可能で ある。なぜ なら、実際の業務処 理には例 外が多 く

あ り、一つの業務処理の 入力と出力 さえ単純化す るのは困難 であ り、 まし

て、 この業務の組み合せで構成 され る取引は、さ らに複雑 で、 すべ てのケ

ースを把握す るの が、 困難 だか らで ある。

そ こで、対象業務を限定す る必要が あるが、例 えば、 図4-3で 請求 業

務 を対象業務か ら除外す ると、EDIに よる処理の連続性が失なわれ ると

い う困 った状況 になる。 か といって、処理の 連続性 にこだわ る と、対象か

ら外す業 務がゼ ロになって しま う。

従 って、 割 り切 りが必要で ある と同時 に、社 内業務の連続性への配慮に

つ いて一考 を要す ることになる。

4.2.2社 内業務の問題

図4-3で は、社内業務が極 めて単純化され て、表現 され ている。 しか

しなが ら、すべ ての会社 の社 内業務が、同一の カテ ゴ リーで共通的 に単純

化 で きる とい うのは、 む しろ不 自然 である。例 えば、受 注内部 業務は、会

社の経営方針や伝 統に よ り、 その態様 は様 々であ り、 とても一つの箱で表

現 で きる代物では ない。1000社 を調査すれば、恐 らく、1000通 りの処 理方

法を把握で きるだ ろ う。他の内部 業務につ いて も同様で ある。

そ こで、業務処理 モデルを構 築す る目的を も う一度考察す る。 業務処理

モ デルを構築す る 目的は、それに基づ く標準規 格 を策定す ることで ある。

も しそれが可能だ とす る と、すべての会社の社 内業務が標準化 され ること
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A社(発 注者) B社(受 注者)

発注の必要性

「'

EDI(発 注情報)
発注内部業務

、

1

EDI(受 注情報)

↓

受注内部業務

|

'

'、

EDI(納 品情報)

、

内部出荷手配

1

'

,↓

EDI(検 収情報)
受入内部業務

●

1

'

EDI(請 求情報)

↓

請求内部業務

1

'

↓

EDI(支 払情報)
支払内部業務

、 ,↓

1

EDI(領 収情報)

↓

入金内部業務

1

支払内部確認

図4-3も っ と も簡 単 な 情 報 フ ロー
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にな る。 ここに論理の飛躍があ る。EDI規 格の標準 化が 、社内業 務の標

準化に、す り替わ ってい る。 そ こで、EDIの 定義 を考 える必 要が ある。

EDIは 、企業間のデー タ交換のみ に着 目してお り、社 内業務 には言及 し

ていない。 もちろん、EDIの 両端 には、社 内業務が連続 してはい る。

こ うい う状況下での 割 り切 りが、 現在のEDIの 最大の 特徴で ある。E

DIの 両端 に連続 してい る社内業務 を、如何に切 り離す のかが、EDI規

格 を標準 化で きるか どうか の最大の ポイ ン トになる。

4.2.3現 実的 アプローチ

前述の ように、社内業務は、EDIの 標準化に とって、有害 である。 こ

れを避 け る現状 での最良 の方法は、図4-4の よ うに、緩衝業務を導入す

る方法であ る。緩衝 業務 とは、社内業務(内 部業務)と 標準化業 務 との違

いを吸 収する一種の コンバー ター(あ るいは トラ ンス レーター)で ある。

この よ うにすれぼ、社 内業務 とはほぼ無関係に、標準化業務(=EDI

業務)を 設定 できる。 各社の内部業 務の連続性 は、各社 それぞれが考 えれ

ば よいこ とで、 同様 に、緩衝業務 の内容 も各社 が考 えれば よいことで ある。

重要 なの は、緩衝 業務の 外側に存 在す る 「標準業務 イ ンター フェー ス」 だ

けで ある。

図4-4が 、現在一般 的なEDIの 業務処理 モデルであ るが、 ここでは、

情報の流れ とその両側の 緩衝 業務 を合 わせて、一つのEDI業 務 として と

らえる。従 って、発注業 務 と受 注業 務は、受発注業務 とい うよ うに、一つ

のEDI業 務 と見 なす。 その結果 、発注情報=受 注情報 にな る。図4-3

におけ る一連の情報 フ ロー も、 社内業 務処理の連続性 を無視す れば、一 つ

一 つ独立 の業務 に分解す るこ とが可能で、その結果、 図4-4のEDIの

業務処理 モ デルで表す ことが可能 となる。

ANSI-X.12、EDIFACTを 始 め、現在あるすべ てのEDIの 標準

規格は、 この考 え方 をベー スに構 築 されている。 この モデルでは、EDI
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A社 B社

A社 の
内部業務

標 準 化 業 務

緩衝 情 報 緩衝
業務 業務

B社 の
内部業務

A社 内 部B社 内 部

業 務 イ ンタ ー フ ェ ース 標 準業 務 業 務 イ ンター フ ェー ス
イ ン ター フ ェー ス

図4-4EDIの 業 務 処 理 モ デル

に メ ッセ ー ジ内 容 を変 える よ うな情 報 処 理 が 含 まれ な い こ とを、 明示 して

い る 。海 外 のVANサ ー ビス にお い て、EDIサ ー ビス とRCSサ ー ビス

が 区分 され る理 由 で もあ る。EDIは 、情 報 処 理 を排除 す るこ とに よ って、

標 準 化 が 可 能 に な ってい る。 尚、RCSに 標 準 とい うの は、 存 在 しな い。
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4.3フ ォ ー マ ッ ト、 コー ドの問 題

フ ォ ーマ ッ ト、 コー ドの標 準 化 は 、EDIの 主 要な 課題 で あ る。 前 節 で述

べ た業 務 処 理 モ デ ルは 、 この 問題 へ の 対 応 の ベ ー スにな る。 図4-4の 緩 衝

業 務 は 、 コ ンバ ー ジ ョ ン(あ る いは トラ ンス レー ター)に 置 き換 え られ、 社

内 シ ス テ ム と は無 関 係 に、 標 準 フ ォー マ ッ ト、 標準 コー ドを設 定 す る こ とか

ら、 す べ てが始 ま る。

`

4.3.1社 内シ ステ ム と の 関係

企 業 に コ ン ピュー タが 導 入 され た の は 、20年 以上前 で あ る。 そ れ に対

して、EDIの 標 準化 が 進 み 出 した の が 、 こ こ10年 以 内 の こ とで あ るか

ら、 順 当 に ア プ ロー チす れば 、 各企 業 の社 内 シス テ ムに合 わ せ て 、EDI

規 格 を作 らなけ れば なち な い。 しか し なが ら、 各企 業の 社 内 システ ムは 、

100社100通 りで あ るか ら、企 業 の数 と同数 のEDI規 格 が 構 築 され

る こ と にな り、 標準 化 は 絶 望 的 に な る。

そ こで、 標 準 規格 構 築 の 第 一 歩 は 、100社100通 りの社 内 シ ス テ ム

を、 事 実 上 無 視す るこ とに な る。 これ を可 能 にす るの が 、 図4-4の 考 え

方 で あ る。 す なわ ち、 各 企 業 と も、 自社 内 の フ ォーマ ッ ト、 コー ドと標 準

フ ォー マ ッ ト、 標 準 コー ドを相 互変 換す る ツー ル(コ ンバ ー ター ある い は

トラ ンス レー ター)を 備 え、EDIに は、 すべ て標準 フ ォーマ ッ トと標 準

コー ドを用 い る、 とい う方 法 で あ る。

ANSI-X.12やEDIFACTは 、 こ の考 え方を ベ ー ス に して作 られ た

規 格 で あ り、我 が 国 の 電 子機 器 業 界 のEIAJ標 準 も、この 考 え方 を ベ ー ス

に して い る。 一 方 、J手 順 や全 銀 手順 は 、 この点 につ い て 明確 な解 釈 は な

いo

しか しなが ら現 段階で は、 この変換を前 提に した標準化を超 える手 法は

な く、 ここ 当分 の間は、 この手法が主流 にな ると考 えられ る。
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4.3.2フ ォーマ ッ トの問題

変 換を前提 にす る ことで、 標準 規格は如何 様にも定 め ることが可 能にな

った。以前は、 固定 フ ォー マ ッ トを用いて標準規格を作成 したが、 最近は、

可 変 フォーマ ッ トを用いて標 準規格を構 築 している。ANSI-X.12、

EDIFACそ れにEIAJ標 準は、 いずれ も可変 フォーマ ッ トを用いている。

その理由は、次 のよ うにな る。標準原案を作 る時、各社の用いてい る帳

票や データ ・エ レメン ト(デ ータ項 目)を 調査す るが、必ず図4-5の よ

うな状態が起 きる。 そこで止む を得ず、 すべての企業の使用項 目(重 複 は

除 く)を 併せ て(図4-5の 太線 の部分)、 標準を設定す る。そのため、

標準 は しば しば冗長 にな り、 無駄 が多 い。 も しこれ を固定 フォーマ ッ トで

実現す ると、 メッセージの長 さが長大 になる とい う具体的弊害が発生す る。

可変 フォー マ ッ トであれば、必要 な項 目を必要な長 さだ け用 いることがで

きるので、規格上に無駄が あ って も、実使用状態で の実害が発生 しない。

①A社 －B社 共通

② 全 社 共 通

③B社 －C社 共通

④A社 －C社 共通

図4-5企 業 間の項 目の共通性

可 変 フ ォー マ ッ トの実 現 手 法 は何 種 類か あ り、 シ ン タッ ク ス技法 と呼 ば

れ る。 ま た、ANSI-X.12、EDIFACTお よびEIAJ標 準 には 、 図4

-6に 示 す 階 層構 造 が あ る。 シ ンタ ッ クス技 法の 規 格 を ま とめ た の は 、 シ

ンタ ック ス ・ル ー ル と呼 ば れ 、 言 葉 に お け る文 法 に相 当す る。 この シ ンタ

ッ クス ・ルー ル を 用 い て具 体 的 な メ ッセ ー ジ(例 えば 、注 文 メ ッセ ー ジ)
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の構 成 方 法 を、 規 格 と して ま とめ たの が 、 標 準 メ ッセー ジで あ る。

この よ うに、 可 変 フ ォー マ ッ トの 規 格 は 、 シ ンタ ックス ・ルー ル と標 準

メ ッセー ジで 表 され 、 固 定 フ ォー マ ッ トが、 メ ッセ ー ジ ・レイ ア ウ ト(メ

ッセ ー ジ ・フ ォー マ ッ ト)と 呼 ば れ る図 で 表 され るの と は、 か な り違 って

い る。 可 変 フ ォー マ ッ トは 、固 定 フォ ー マ ッ トに 比べ て、柔 軟 で 汎 用性 が

大 きい と、 一 般 的 に言 わ れ て い る。

4.3.3コ ー ドの 問 題

こ こで い う コー ドとは、 通 常 、 デ ー タ コー ドと呼ば れ る もの で あ る。 こ

こで の 問 題 は 、 識 別 対 象 に割 り当 て る コー ド ・パ ター ン(あ るい は 符 号)

の 設定 方法 で あ る。 コー ド ・パ ター ンの 割 り当 て方 法 に、学 術的 理 論 はほ

とん どな いので 、経 験 的 に割 り当 て る。従 って、 割 り当 て老 が異 な れば 、

同一 識 別対 象 に、 偶然 の一 致 が な い 限 り、違 うパ ター ンが 割 り当 て られ る。

これが 最大 の 問 題点 で あ る。

現 在 の と ころ 、 デー タ コー ドにつ いて は 、 前 項 で 述べ た フ ォー マ ッ トの
ノ

よ うな スマー トな解決方法がな く、 コンバージ ョン ・テーブルを用いた変

換 を、必要 に応 じて行 っているのが 、現状で ある。

一つの解決方法 として、割 り当て者 を1人 にす る方法があ る。 この 方法

は、一部 の デー タ ・エ レメ ン トに しか適用で きないが、有効な方法で ある。

この考 え方 に基づ いて標準化を図ろ うとしてい るのが、(財)日 本情報 処理

開発協会、産業情報 化推進 セ ンターで登録管理 を計画 している 「標 準企業

コー ド」 である(詳 細 は、附属資料 一1を 参照)。 標準企業 コー ドでは、

コー ド・パ ター ンの設定老 を、 同セ ンターに限定す ることで、標準化す る。

JANコ ー ドも同様で あ り、商品 コー ドの設定 者を、商品 メー カーに限定

す るこ とで、標 準化 している。

しか しなが ら、 住所 コー ドの よ うに識別対象が暖味な もの、荷姿 コー ド

の よ うに識 別対象が定型化 しに くいもの、お よび製品仕様 のよ うに表現方
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(E)

交 換

(D)

機 能

グルー プ

(C)

メ ッセ ー ジ

(1業 務)

(D)

デ ー タ ・

セ グ メ ン ト

(E)

デ ー タ要素

皿 単一データ・デリミタ

冒 複合データ・デリミタ

(*1)EDIFACTで は、単 一、 複 数、 複 合デ ー タ要 素 の組 合せ が、 可 能

例)

機能グループ .● ● ● ・ ・

ヘ ッダ ーD メ ッセ ー ジ ● ● ● … トレー ラD

ヘ ッダーC デ ー タ ・セ グ メ ン ト ・ ・ ・ … トレー ラC

セ グメ ン ト ・デ リ ミタ(NL)

EIAJタ イプ で は、

デ リ ミタの代 わ りに、

レ ングス ・タ グを用 い る。
タ グ ● ● ● ・ デ リミタ

単 一 デー タ要素 複数データ要素 複合データ要素

デー タ データ レ 一夕
≡

デ ータ ≡ デー タ
=

図4-6共 通 階 層 構 造
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法その ものが統一 しに くいもの につ いては、 今の ところこれ とい った標準

化手法が見 つか っていない。現段 階では、 コー ドの標準化 よ りも、識 別対

象で ある デー タ ・エ レメ ン トの定義 、 コー ド化 した場合の最大文字 数な ど

の標準化 に、力が入 れ られてい る。

技術 の進 歩 とともに、識別対象に対 してよ り詳細 な識 別が要求 され るよ

うにな ってお り、 コー ドの長 さは長 くなる傾 向にあ る。 しか しなが ら、可

変 フォー マ ッ トの確 立 とともに、可変長の デー タ コー ドの使 用が可能 とな

り、 この問題は解決 され てい る。

4.3.4規 格 の ま とめ 方

こ こで は 、 ア プ リケ ー シ ョン ・レベ ル ・プ ロ トコル の 規 格 の ま とめ 方 に

つ い て 述 べ る。 業 界 横 断 的EDI規 格 は、 最 新 の 成 果 と技術 を前 提 にす る

限 り、 可 変 フ ォー マ ッ トの 規 格 に な る。可 変 フ ォー マ ッ トの規 格は 、 第2

章2節2項 で 述 べ た よ うに、

① 標 準 メ ッセ ー ジ

② シ ン タ ッ クス ・ル ール

③ デ ー タ ・エ レ メ ン ト ・デ ィ レク ト リー(デ ー タ コー ド表)

の3つ の 規 格 と して ま とめ るべ きで あ る。

標 準 メ ッセ ー ジは 、EDI業 務 処理 モ デル に含 ま れ る業 務 単 位 に記 述 さ

れ る。 そ の 内容 は 、 用 い る シ ンタ ックス ・ル ー ル に よ って、 若 干の 違 いが

出 るが 、 概 ね次 の よ うに な る。

① 業 務 ご との使 用可 能 デー タ ・エ レメ ン ト(デ ー タ項 目)、 必 須 デー

タ ・エ レメ ン トと任 意 デー タ ・エ レメ ン トが 明 示 され る 。

② メ ッセー ジ作 成 上 の注 意 事 項

③ メ ッ セー ジ構 成 例

④ そ の 他(参 考)

④ の 参 考 には 、 デ ー タ コー ド表 が添 付 され るこ と も あ る。
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シ ンタ ッ クス ・ル ール は様 々な 記 述方 法 が あ り、 統 一 的 な記 述 法 は確 立

して い な い。ANSI-X.12は 、BackvsNormalFolm(BNF)で 記述

され て お り、EDIFACTとEIAJ標 準 は 、一 般 的記 述法(通 常 の説 明文)

で記 述 され て い る 。 いず れ に して も、 重 要 な規 格 で ある ので 、 誤 解 の生 じ

な い よ うな記 述 に しな けれ ば な らな い。

デー タ ・エ レメ ン ト ・デ ィ レク トリーは、ECEの 記 述法 が 一 般 化 して

お り、ISO7372も 、 当 然 の こ との よ うに準 じて い る。ANSI-X.12

22(デ ー タ ・エ レ メ ン ト ・デ ィ レ ク トリー)もECEと 同 等の 記 述 に な

って い るが、EIAJ標 準 で は 、 独 自の 記述 法 に な って い る。

デー タ コー ド表 の 記 述 方 法 も様 々で 、単 純 な表 型 式 の もの 、文 章で 記述

した もの な どが あ る。 い ず れ の場 合 も、 最初 に コー ド体 系 の 説 明が あ り、

その 後 に コー ド ・パ ター ンの記 述 が あ る。 大 き い コー ド表 は 、 数 百ペ ー ジ

の 本 に な っ てい る。

規格 を ま とめ る 上 で 最 も重 要 なの は、 誤解 を生 ま ない よ うに、 暖昧 さの

ない よ うに記 述す る こ とで あ る。 最 近 に な って、 この記 述方 法 そ の もの を

標 準 化 し ょ うとす る動 き も出 て きて い る。
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4.4規 格のオー ソライ ズ ・普及と維持管理

EDI規 格 の作成 も難 しい作業 であ るが、作成 された規格 を広 く普及 させ

ることも、作成 と同様 に難 しい作業である。規格 の内容が妥 当で なければ な

らないことは当然で あるが、それだけで規格 の普及が進む ことは希であ り、

普及体制が整備 されて いて、規格 を周知徹底 で きなければ、 普及 は進 まない

と考 えるべ きであ る。

また、EDI規 格は、時代 の推移 とともに変化す る要素が多 く、十 分 なメ

イ ンテナ ンス体制 がなければ、次第 に規格内容の妥 当性が失われ、 有名無実

にな る恐れが ある。

本節では、以上の観点か ら、考 慮すべ きポイ ン トを述べ る。

4.4.1検 討 体制 と普及体制

(1)規 格策定参加者

従来、新規格 の検討は、学識者や有識者の手 によることが多か ったが、

このよ うな検討では、学術的 に系統 だて られたエ レガン トな規 格が構築 さ

れ る ものの、現場では使 いに くい規格 になるとい う問題が 、最近指摘 され

てい る。学識者や 有識 者は、一般的 には現場の知識が少ないため、規格 に

盛 り込むべ き現 場の運 用が無視 されが ちだか らである。

特に、EDI規 格の よ うに、現場の運用その ものの規格策定 では、 この

反 作用が大 き く出るので、学識者 ・有識者 中心 の体制では な くて、現場の

ユ・一ザ ー中心の体制を組む必要がある。最近 策定 されたEDI規 格の多 く

が、 ユー ザー企 業の ボラ ンテ ィア活動に支 え られ て構築 されて いるのは、

この理 由による。 この場合、規格策定参加者 を、如何に彼 が抱 えている所

属企業内の定常業務 か ら解放す るかが、大きな課題である。

(2)検 討体制

業 界横断 的EDI規 格 を検討す るために、業界横断的 に規 格策定参加者

が集 れる場が必要 である。 しか しなが ら我が国には、同業者の集 る業 界団
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体は あっても、 業界を越 えて集れ る場が ない。我が国で、業界横 断的ED

I規 格の検討が遅れ てい るのは、 この影響 が大きい。 第3章3節3項 で述

べたEDI委 員会(事 務局:産 業情報化推進 セ ンター)は 、 この問題 に対

す る一つ の解で ある。 図3-7に 示す よ うに、我が国 の主 要業 界が、一 同

に集れ る体制 になっている。

しか しなが ら、 この体制 にも問題 点がある。図3-7の ように多層建に

なると、 どうして も、最上部の委員会 と最 下部のWG(ワ ーキ ング ・グル

ー プ)と が疎遠 にな り、WGの 意向が伝 わ りに くくなる。 そ うはいっても、

数少 ない業界横断的検討場であ るので、有効活用を図 っていか なければな

らない。

検討体制 につい ては、今後 も、様 々な角度か ら見 直 してい く必要 が ある

ことだけは、確かで ある。

(3)普 及体制

EDI規 格(標 準規格)を 普及 させ るため には、先ず その内容を広 く正

しく知 らしめるこ とが必要で ある。その方法は様 々で あるが、 最近 海外で

は、 規格検討組織 を、その まま普及組織 として活用す る ことが、行われ て

いる。 最近 の規格検 討組織 は、規格 を実 際 に使 うユーザーの集 りで あるの

で、 これは理 にか な っているわ けである。逆 に、最初 か ら、規格策 定 と普

及 をペ アーに して、組織化す る ことも行われ ている。前 述のEDI委 員会

も、 この考 え方 をベー スに組織 化 され てい る。

さらに、規格策 定や普及 を主 な 目的 とした管理機 構(民 間組織)が 整備

され、専任の研究員が配置 され る ようになってきたの も、最近の特徴 であ

る。従来の よ うに、規格策定の 完了 とともに解散す る組織 と違 い、普及 ま

で面倒 を見 る組織 は、存 続期間が長期化す るため、専 任担当者 を抱 えた管

理機構が必要になる。ただ、 この種の管理機構 には問題点 も多い。特 に、

管理機構を維持 運営す るための財政基盤が脆 弱で あることが、最大の 問題

である。
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4.3.2公 的機 関の活用

EDI規 格は、前述の体制 で作成 し普及 させ ることになるが、 これだけ

では、今一つ迫力 に欠 ける。前述 の方法で は、民間の コンセ ンサ スを得た

規格 にはなって も、 公的 なオー ソライズについての裏付けが ないか らで あ

る。加 えて、現実 的に、す べての民 間関係者が参加 した組織 化 は不可能で

あるか ら、民間の コンセ ンサスを得た といって も、 コンセ ンサスに参加 し

て いない民間関係者 が多数存在す ることにな り、 彼 らは、規格 の遵守 に抵

抗感 を持つで あろ う。

この解決策 になるのが、公 的 オー ソライズであ る。我が国ではJIS

(日 本工 業規格)を 活 用す るのが、 最善で ある。最近、 フ ァース ト・トラ

ック方 式の審議形態が 整備 されたので、民間で作成 された新 規格 を短時 間

で、JIS化 できるよ うにな った。JIS化 され ると、規 格書 も公的 に管

理 され るため、散逸の心 配 もな くな る。さ らには、 国際規格化(ISO規

格 化)へ の道 も開けるこ とにな り、 かな りの メ リッ トを期 待で きる。

但 し、 デメ リッ トもあ る。一度JIS規 格 として登録され ると、 これを

変 更す る手続はかな り複雑 で、時 間がかかる。EDI規 格の よ うに、頻繁

な変 更が避 け られ ない規 格では、 この問題が シビアーに きいて くる。 これ

の対処法 と しては、JIS規 格変更 手続その もの を改革す るのが一一番 であ

るが、 これ はなか なか難 しい。

そ こで、 シ ンタ ックス ・ルールのよ うに、それ程変更が予 想 され ない規

格だ け、JIS化 を行 い、他 の規格 は民間管理 のまま とす るの が、 現実的

で ある。 こ うい う手法 は、海外で も取 り入れ られ てい る。例 えば、EDIF

ACT(シ ンタックス ・ルール)は 、ISO規 格化 され たが、 メ ンテナ ンス

が必要 なEDIFACTの 標準 メッセ ー ジは、今の ところ、ISO規 格化 の予

定 はな く、ECEで 管理 され るこ とになる。

いずれ に しても、策定 され た新 しいEDI規 格は、何 らか の方法で、公

的 オー ソライズを行 う必要が ある。
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4.3.3維 持 管 理 の 問題

なぽ ㌶蕊 ㌶1∵;鑓 ㌦:ぱ鷲
に変 更が必 要な規格 もあ る。 シンタ ックス ・ルー ルの ような複雑な規格 で

は、 コンピ ュー タの ソフ トウ ェアの よ うに、バ グが隠れ ていることがあ り、

発見 された時に、ただ ちに修正 しなければな らない。

以 上の よ うな理 由で、EDI規 格が 実際 の現 場で役 に立つためには 、常

に適切 な メ ンテナ ンスが為 されていなけれ ばな らない。但 し、 この メンテ

ナ ンスは、 それ程 容易な ものではない。

(1)維 持管理機構

メ ンテナ ンスを行 うために、 それを行 う組織 が必要である。一 般的 には、

専任担当者 を抱 えた公益機関 を設立す るか、既存 の公益機関 を活 用す る。

米国のTDCCが 、丁度 これに相当す る。我が 国では、(財)流 通 システム開

発セ ンターの流 通 コー ドセ ンターや(社)日 本電子機械工業会の 内に設立 さ

れたEDI推 進 セ ンターが好例で ある。

これ らの機 関が管 理す る規格 は、極 めて多岐 に渡 る。主 なものは、

① 標準 メッセー ジ(複 数)

② シ ンタックス ・ルール

③ デー タ ・エ レメン ト・デ ィレ ク トリー

④ 各 種 コー ド表(多 数)

であるが、 ただ単 に管理す るので はな く、 変更 に伴 う諸手続(例 えば、変

更委 員会の運営や時 には変更案その ものの作成)の 実 行 も担 当す るので、

その作業量 は少な くない。

さらに、普 及啓 蒙活動の 責任者 にな ってい るこ とが多 く、かな り多忙 な

職業 とい うことが で きる。加 えて、事 の性格上 、誤 りが許 されないので、

か な り神経 を使 わなければな らない。 そ して、常 に業界の動向に注 意をは

らいなが ら、 関連情 報収集活動 を行い、新 しい動 きに即応 していかなけれ
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ばな らない。

にもかか わ らず、担 当者への社 会的評価は低 く、待遇 も一般 的に悪 い。

従って、人材が集まらず、民 間企業か らの 出向者で組織 され ているこ とも多

い。 出向者 も犠牲者的心境で来ている ことが多 く、仕事 に身 が入らない。

結果的 に、管理機構が効率的 に機 能 しない例 もかな りある。次に述 べ る財

政問題 と並ん で、大 きな問題で ある。

(2)財 政 問題

組織 化で常に問題になるの が、運営費 な どの財政 問題で ある。EDI規

格 化あるいは標 準化は、直接的 な商 売にな らず、せ いぜ い、規 格書の販売

代 金 ぐ らい しか 収 入が ない。 コー ド管理 にお ける登録料金収 入 もそれ程

の額には な らない。

従 って、 維持管理機 関な どは、通常、賛助会 員制度を設 け、 一般企業か

らの寄 付金 で運営す るが、 これ を集 めるのが また大変で ある。一般企 業に

とって も、標準化の利益 は長期的に少 しずつ 出てくる もので、急速に顕著

に表れ るもので はな いので、寄付 を行 う動機 付けに、なか なか結び つかな

いか らであ る。

しか しなが ら、 こ うい う状態は早 く改善 され なければな らない。特 に、

企業の経営者 は、我が 国が世界一の工 業国にな ったことを自覚 し、 こ うい

う標準化活動 に積極的 に投資 し、 国際社会へ 貢献すべ きで ある。
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1.概 要

(1)背 景

最近、我が 国産業界 にお いて、受発注 デー タの交換 を中心 としたEDI

の導 入に対す る取 り組みが、活発化 しているが、その際 発 注デー タの発

注者及び受注 者を表す 「企業 コー ド」の標準 化は不 可欠の課題 で ある。

既に、流通 業界では、(財)流通 システム開発 セ ンターが管理す る 「共通取

引先 コー ド」 が企 業 コー ドとして用 い られ ているが、製 造業界 を始 め とし

て、広 く業界間の取 引の拡大に対応 した企業 コー ドの管理体制 の必要性が、

重要視 され てい る。

(2)企 業 コー ドの管 理を実施

(財)日本情報処理 開発協会 産業情 報化推 進 セ ンター(以 下、JIPD

EC-CIIと 略す)は 、産業 の情報化 を推進す るため、通産 省の施策 に沿

って、 関係業界 と協力 しつつ 、 ビジ ネスプロ トコル等の標準化の推進、E

DIの た めの標 準化、業界連携の円滑 化等の活動及びそのた めの検討の場

(電 子取 引標準 化推進委員会な ど)等 を運営 しているが、以上の状況を考

慮 し、 これ らの事 業の一環 として、r標 準企業 コー ド』管理 の実施 と普及

活 動を実施 し、 本年4月 に決定す る。

業界横断的 なEDIの 推進 とい う目的 に沿 って、各 業界の コー ド標準化

組織及び標準化推 進機関 と連携 を とりつつ、 コー ド管理に必要 な業務処理

をサ ー ビスす る。

本年4月 よ り、r標 準企業 コー ド』の管理 に必 要な コー ド管理 システム

の開発に着 手 し年 内(平 成元年12月 の予定)に も コンピュー タによる登

録 を開始す る。

(3)『 標準企業 コー ド』の機 能

r標 準企業 コー ド』は、標準化 され たEDIに おいて、 取 引の 当事者及

び 関係者 を、一義 的に識別するための唯一の項 目であ る。そ して、取引の

各段 階で、 統一 コー ドを使 うことで、効率化 とエラーの削減を 同時 に達成
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す るのが、最大の機能で ある。

但 し、 これは当面 の機 能であ り、将来、他 用途への応用もあ り得 る。

(4)当 面 の運用

本標 準企業 コー ドは、主 に、 製造業界 のEDIに 使われ る。例 えば、電

子機器 業界(θ 日本電子機械工 業会 が中心 とな って、本年4月 よ りEDI

標準 化を実 施)で は、既 に本r標 準企 業 コー ド』の採用を決定 してお り、

同工業 会のEDI推 進 セ ンターに業界 コー ドセ ンター機能が整備 された。

そ して、JIPDEC-CIIの 登録管理が開始 され るまで、経過処置 の形で

単独 の先行採番が実施 され(本 年5月 よ り)、 ただ ちに同工 業会 の標準E

DIに 使用 され ることになってお り、 早ければ、本年6月 頃 よ り実 運 用さ

れ る。 既 に、同工業会へ数十社か ら登録申請 が到着 している。

JIPDEC-CIIの 登 録管理 の開始 とともに、同工業会単 独の登録管理

は統合 され るが、同工業会の業界 コー ドセ ンター機能はそ のま ま存 続 し、

電子機 器業界の窓 口とな る。

(5)今 後の運用

電子機器業界の関連業 界で あるr電 子 部品 ・機 器専門商社 』及びr電 線

業界 』で は、本標準企業 コー ドの採用を前提 とした検討を 行 ってお り、他

の い くつか の製造業界で も、 その採 用を、現在検 討中で ある。 それ以外の

業界 に対 して も、電子機 器業界の実績等 も踏 まえ産業情報 化推 進策の 一環

として、本 年5月 頃 よ り採 用を働 きか ける活動を行 う。

また、JIPDEC-CIIは 、 同セ ンターが事務局を運営 してい る 「電子

取 引標準 化推進委員会(略 称:EDI委 員会)一 主要製 造業 界代表で構成 」

に対 し、EDIの ための推奨 コー ドとして採 択す るよ う働 きかけ る予定で

あ る。
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2.経 緯

昭和60年 代 に入 り、製造業界で は、EDI(ElectronicDataInte-

rchange:企 業間オ ンライ ン ・デー タ交換 システム)の 構築 が活 発になっ

て きた。EDIを 構 築す るた めには様 々な標準化が必要で あ り、 製造業 界で

も、昭和61年 頃か ら、業界 レベルでの組織的な検討 が行われ るよ うになっ

て きた。その中の一つの重要 な標準化課題 として、企業 コー ドの共通化が あ

る。

昭和62年 に入ると、一部の業界の標準化検 討は、調査研 究 レベルか ら実

用化の レベ ルへ 移行 し、企業 コー ドの標準化は、現実の課題 になってきてい

る。企業 コー ドの標準化(共 通化)が 重 要 な理由は、以下 による。

① 企業 コー ドは、取引の当事 者 を特定す る、重要 な デー タ要 素で ある。

② 企業 コー ドは、業界 の コンセ ンサ スと運用方法の工夫 によ り標準化

可能で、製品 コー ドなどに比べれば標準 化が 容易であ り、 その割 りに

は、効果が大 きい。

③ 企 業 コー ドは、標準化対 象業 界(対 象範 囲)が 広い程大 きな効果が

期待できるがそのためには、単 一業界 内で の検討では な く、業 界横断

的 検討が必要で ある。 そこで、従来には ない体制(業 界横断的検討の

場)が 必要で あ り、 現在の よ うな、業界を越 えた ニー ズが高 まってい

る時 期を逸せ ず、必要な対 策 を講 じなけ ればな らな いこと。

特 に、 昭和62年 か ら本格 化 した、(社)日 本電子機 械工 業会 を中心 とする、

電子機 器製造業のEDI標 準化検 討で は、交換 情報 を特定す るための キー項

目の一つ として、企 業 コー ドを用いることにな ってお り、この コー ドの標準

化が、業界標準化全体の効果を大 き く左右す る重要課題 となってい る。 その

他 の多 くの製造業界で も、企 業 コー ド標準 化の必要性が、多かれ少 なかれ叫

ば れてお り、早急 に解決すべ き課題 とな ってい る。 尚、一 足早 く、企 業 コー

ド(共 通 取引先 コー ド)の 標準化を実施 してい る流通業界では、EDIの 構

築過程で、既 に大 きな成果 をあげ ている。
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以上 の ような状況 と、将来の製造業界の情報化の発展を鑑み、産業情報化

推進 セ ンターで は、かね てよ り実施 していた コー ド標準化研究の成果 な ども

踏 ま え、 ここに、製造業 界を対 象 とした企業 コー ドの標準化につ いて、提案

す るもので ある。
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3.製 造業 を対象 と した標準企業 コー ドの考え 方

3.1バ ックグラウン ド

企業 間のオ ンライ ン ・デー タ交換、す なわ ちEDIに は標準 メッセージが

使用 され る。 この標準 メッセージは、企業間 の回線上(VANを 含む)に あ

る時のみ 有効であ り、例 えば企業 内に入 った場合は形 を変 える可能性が大 き

い。 これか ら説 明す る標準化は、企業 間の回線上で の話 しである。図 一1で

連想 され るr回 線 上 』での形がすべ てで ある。企業の入 口(出 口)に あ る、

コンバ ー ターや トラ ンス レーターの作 用に よ り、企業 内にお いて どの よ うな

形で標準 メッセー ジが保存 あるいは認識 され るかは、本提案では、 まった く

対象 とな らない。 このr回 線上 』を、 以下で は、r公 海 の場 』と呼 ぶ ことに

す る。

企 業Aコ ンバ ー タ ー,ト ラ ンス レー タ ー 企 業B

標 準 メ ッセ ー ジ

_→ll_→

羅
工

●

←-r公 海の場』 一ーーーー一→

調

図 一1EDIの モ デ ル

標準企業 コー ドは、 この標準 メ ッセー ジ内で使 用 され る。従って、標準企

業 コー ドはr公 海の場 』で意味を持 つ コー ドで ある。 本提案では、 これ以外

の使用法に対 しては、一切考慮 して いない。 これ以外 の使 用法を、 以下で は、

r目 的外使用 』と呼ぶ ことにす る。
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3.2定 義 と 目的

(1)定 義

標 準 企 業 コー ドとは、r公 海 の 場 』に お いて、EDIに 参 加 して い る多

数 の 企 業 の 中か ら、 た だ一 つ の 企 業 を ユ ニー クに識 別 で きる、 コー ド化 さ

れ た文 字 列 で あ る。 あ る企 業 に対 応す る(割 り当て られ た)一 つ の特 定 の

文 字 配 列 は 、r公 海 の場 』にお い て オ ー ソラ イ ズ され てお り、 オ ー ソライ

ズ され た ル ー ル(運 用)に よ る以 外 は、 変 更 され る こ とは な い。 但 し、 こ

の こ とが 、r目 的 外 使 用 』に おけ る コー ドの 有 効 性 を、保 障 す る こ とはな

いo

標 準企 業 コー ドは 、 基 本 部 で あ る 『企 業 識 別 コー ド』と、 拡 張 部 で ある

r部 門識 別 コー ド』とで 構 成 され る。r益 業 識 別 コー ド』は、r公 海 の場 』

にお い て、 た だ一 つ の企 業 をユ ニー クに識 別す る機 能 を持 つ。r部 門 識 別

コー ド』は 、r企 業 識 別 コー ド 』に よ っ てユ ニー クに識 別 され た企 業 内 部

の 分 割 され た 組織 の 中か ら、 た だ一 つ の 組織(部 門)を 識 別す る。 従 って

r企 業 識 別 コー ド』は 、 単 独 で も意味 を持 つ が、r部 門識 別 コー ド 』は常

にr企 業識 別 コー ド』とい っ し ょに用 い な い 限 り、 意味 を持 た な い。

尚 、 本文 中 に お け る企 業 とは 、 原 則 と して 、 法 律上 の法 人 ま たは そ れ に

準ず る組 織 とす る。 また 、 企 業 内 の 組織 とは 、 企 業が 経 営 上 の必 要 に 応 じ

て 自 由 に設 定 した 構造 で あ り、 統 一 的 な構造 で は ない もの とす る。

(2)目 的

この よ うな標 準 企業 コー ドを設 け る 目的 は、 以 下の よ うに なる 。標 準企

業 コー ドに よ り、r公 海 の 場 』に存 在 す る多 数 の メッセ ー ジ の 中 か ら、 あ

る企業 に 関す る メ ッセ ー ジの ア プ リケー シ ョ ン上 で の選 択 を可 能 にす る。

この こ とは、 回線 ポ ー トに よ る メ ッセー ジの識 別(イ ン プ リシ ッ トに メ'ツ

セ ー ジに 与 え られ た ネ ッ トワー ク ・ア ドレス に よる メ ッセ ー ジの識 別)llと

併 用す る こ とに よ り、 正 確 性 の 向 上 に寄 与す る。 また 、 標 準 企業 コー ドは

メ ッセ ー ジの 受 入 時 に 、 企 業へ の 入 口に設 置 され るで あろ う コ ンバ ー ター
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や トラ ンス レー ターが、 メ ッセー ジ発信 者(取 引相手)を 表す コー ド(標

準企 業 コー ドで記述 され る)を 、 その企業特有の内部 コー ドへ変換す る時

の唯一 のよ りどころになる。従 って、標準企業 コー ドの存在はEDIを 実

現す るための基本条 件であ り、標準企業 コー ドの整備は、産業 界情 報化の

ための基盤整備の一環である。

3.3標 準化 の基本構想'

(1)標 準企業 コー ドの機 能の保障方法

標準企業 コー ドの具体 的 な文字列の企業への割 当に関す るルールを統 一

し、 このルール を厳密 に運用す るこ とで、標準企業 コー ドの機 能を保障す

る。逆 に、厳密 に運用 され てレぐる統一ルールによって生 成 され る企業 コー

ドをr標 準企業 コー ド』と呼ぶ。

(2)適 用(可 能)範 囲

標準 企業 コー ドは、 あ らゆ る場面 において有効な コー ドとい うわけでは

ない。 ある限定 され た場面で のみ有効で ある。それはr公 海 の場 』で ある。

r公 海 の場 』とは、企業 間の回線上 のことであ るが、 あ らゆ る企業 間の回

線上 とい うわけで もない。 ここで 言 うr公 海の場 』で あるこ との条 件は二

つあ る。 それは、

①EDIを 行 う回線上で ある。

② 当面、製造業 界のEDIを 行 う回線上で ある。

であ る。但 し、② については、将 来、拡張 され る可 能性が ある。

これ 以外 の場で標準企業 コー ドを使 用すれば、すべ てr目 的外使 用 』に

なる。但 し、r目 的外使用 』がいつ も無効とい うこ とではない。r目 的 外

使 用 』が極 めて有効な場合 もある。その場合、統一 ルールは、r目 的外使

用 』で の標準企業 コー ドの有効性を一切考慮 していないので、有効性 は、

目的外使 用者みずか らが判断 しなければ ならない。
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(3)フ ォ ー マ ッ トとの 関 連

標 準 企 業 コー ドは 、 可 変 長 の デー タが扱 える シ ンタ ッ クス ・ル ー ル に基

づ くフ ォ ーマ ッ ト上 で 使 用 す る こ とを前 提 に し、 本 コー ドは、 最 小 桁数6

桁 、 最大 桁 数12桁 の 可 変 長 形式 の デー タで あ る。 もち ろん 、 固定 長形 式

の シ ンタ ック ス ・ル ー ルに 基づ くフ ォ ーマ ッ ト上 で、使 用 出来 な いわ け で

は な い。 そ の 場 合 、12桁 の 固定 長 の コー ドに変 換 して使 用す る。 この 変

換 に 関す る統 一 ル ール も作成 され る。

3.4管 理 運 用 の ア ウ トラ イ ン

標 準 企 業 コー ドは、 コー ド運 用 に 関す る統 一 ル ー ルを、厳 密 に守 る こ とで

成 立す る。 そ の た めに 、 コー ド運 用 を コ ン トロール で きる機 構 が必 要 で あ り、

さ らに この機 構 は 、 標 準 企 業 コー ドをr公 海 の場 』で使 うこ とを、 自社 以 外

に 対 して約 束 した企 業(以 下 、 ユー ザ ー)か ら、 コー ド運用 に 関す る コ ン ト

ロー ル を一 任 され て い る必 要 が あ る。 これ ら、 一 連 の機 構 とその 体制 下 で の

日常 の 作 業 が、 管 理 運 用 で あ る。 この 管 理 運 用は 、 コー ドセ ン ター で 実 行 さ

れ る。 本 提 案の 標 準企 業 コー ドを管 理 運 用す る コー ドセ ンタ ー を、r標 準企

業 コー ドセ ンター 』と呼 ぶ ことにす る。

標 準 企 業 コー ドセ ン ターは 、 図 一2の よ うに、 複数 の組 織 か ら構成 さ れ、

階 層的 構 造 を持 つ機 構 と な る。 この よ うな 機 構 に す る理 由は 、 次 の とお りで

あ る。

① 非 常 に多 くの 標準 企 業 コー ドを、 単 一 の 組織 で管 理 運用 す るの は 、

一 般 的 に難 しい
。

② 既 存 の標 準 企 業 コー ドの 将 来 の 等 価的 統 合 の可 能性 を残 す。

図 一2は 、 中 央 コー ドセ ンター と業 界 コー ドセ ンタ ーの 上 下 関係 を 表 して

い るの で は な い。 コー ド管 理 に関 す る情報 伝 達 ル ー トを表 して い る。 す なわ

ち、 業 界 コー ドセ ンター の情 報 は、 中 央 コー ドセ ンター に集 め られ、 そ して

逆 に、 中 央 コー ドセ ンターの 情 報 は、 業 界 コー ドセ ンター に配 信 され る。 こ
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う して 、 中 央 コー ドセ ン ター を 介す る こ とで 、 業 界 コー ドセ ン ター 間の 情報

交換 を 円 滑 に し、 さ らに 中 央 コー ドセ ンター に、 業 界 コー ドセ ン ター 間の 調

整機 能 を持 たせ る こ とで、 全 体 の連 携 を図 る。 組織 的 には、 中 央 コー ドセ ン

ター と業 界 コー ドセ ンタ ー は 互 い に独 立 してお り、それぞれ 、れ っ き と した 組

織 で あ る。

図 一2標 準 企 業 コー ドセ ンター の構 成

本標 準企業 コー ドの 管理運 用が スター トした時 点では、恐 らく、 中央 コー

ドセ ンターと極 少数の 業界 コー ドセ ンターとで構 成 される機 構 に よ り、 コー

ド管理 が実施 され る事 に なろ う。例 え、 その時点で他 に有 力な既存 の標準企

業 コー ドが存在 した としても、 それ とは独立の 運用 となろ う。 しか しなが ら、

将来、 その既存の標準企業 コー ドを管理運用す るコー ドセ ンター と本機構 と

が、なん らかの形で連 携 した時 に、それ らの企業 コー ドは統合 され、統一的

標準 企業 コー ドとな る。企業 コー ドそ の ものの統合は、極 めて機械的 であ り、

かつ技術的 である。 一方、本機 構 と既存 の コー ドセ ンター との 連携 は、様々

な方法 の中か ら最適 な形(合 意で きる条件)を 選択 し、実現す ることになる。

現段 階で、 その形を示すのは困難 である。 しか しなが ら、本提 案には、将来

の企業 コー ドの大統合の プ ログラムをあ らか じめ組み込む こ とで 、その可能

性 を残 している。現段階で困難 な ことも、将来可能にな るこ とは、充 分考 え
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られ る こ とで あ り、 今必 要 な のは 、 そ の 準備 を して お くこ とで あ るか らで あ

る。

中 央 コー ドセ ンタ ーに は 、 標 準 企 業 コー ド管理 運用 に関す る諮 問機 関 と し

て 、 中 央 コー ド委 員会 が設 置 され る。 この 委員 会 は、 ユ ー ザ ー 代 表で 構 成 さ

れ る。 こ の委 員会 は 、 コー ドの 管 理運 用 に、 ユ ー ザ ーの 意見 を 反映 させ る場

と して、機 能す る。
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4.コ ー ド体 系 と採 番 方 法

4.1コ 一一ド体 系

(1)体 系

図 一3に 示 す よ うな構 造 で あ る。

①C1～C6は 、 固 定6桁 で、 企 業 識 別 コー ドを表 し、省 略 は許 され

ない 。

②D1～D6は 、 最 小0桁(つ ま り省 略 可 能)、 最 大6桁 で 、 部 門識

別 コー ドを表 す 。

③Cユ ～C4は 、 特 別 な識 別 子で あ り、 コー ドセ ンター を識 別す る。

最小0桁

最大6桁

固 定

'

最

「/最
※ 可変(省 略可)一 →∈

CllC21C31C41C51C6 DllD21D31D41D51D6

∈一一 企 業 識 別 コー ド ピ 部 門 識 別 コー ド ー →〉

図 一3標 準 企 業 コー ドの体 系(第 一 次 提 案)

(2)使 用可 能 文 字

標 準 企 業 コー ドに使 用 可能 な文 字(キ ャ ラ クタ ー ・セ ッ ト)は 、表 一1

に示す 文 字 に 限定 す る。
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表 一1標 準 企 業 コ ー ドの キ ャ ラ ク タ ー ・セ ッ ト

使 用 可 能 文 字

数 字 1,2,3,4,5,6,7,_8,9,0'

英 字
A,B,C,D,E,F,G,H,J,K, 、
L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,
W,X,Y,Z

(3)固 定長へ の変換

本標準企業 コー ドは、可変長形式であるが、何 らかの理 由よ り固定長形

式12桁 の固定長 コー.ド)へ 変換す る時は、必 要 な桁数 になるまで、右 側

ヘ ブランクを追加す る。

4.2採 番 方 法

(1)企 業 識 別 コ ー ド いず

企 業 識 別 コー ドの ユ ー ザ ーへ の コー ドの 割 当 は 、 割 当を 必 要 とす るユ ー ザ

ーの 業 界 コー ドセ ンター へ の 申請(コ ー ド登 録 申請)に 基づ き、 業界 コー ド

セ ンタ ーが コー ド管 理 シ ス テ ムを用 いて 、具 体 的 な コー ドを 決定 す る 。採 番

自体 は 、 コー ド管 理 シ ス テ ムに よ る 自動 採 番で あ る(セ ン ター 自動 採 番)。

コー ド管 理 シス テ ム で は 、採 番 計 画 に基づ いて 、 自動 的 に企 業識 別 コー ド

を発 生 し割 り当 て る。C1～C4は 、 コー ド管 理 上 の分類(コ ー ド管 理 の基

地 とな る業 界 コー ドセ ン ター を表 す)に な って お り、 この機 能 を 用 い て 、 一

部 の 業 界 で既 に使 用 さ れ て い る業 界 内共 通 企 業 コー ドを、 本標 準 企 業 コー ド

に採 り入 れ 、 新 設 の 企 業 コー ドと同 時 に用 い る こ と も可能 とな る。(図 一4

を参 照)

尚 、 当分 の 間 、 数 字 の み の コー ドを運 用す る。
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既にある業界共通 コー ド
(4桁 の場合)

本標準企業コー ド

ー
ー 一 特定の番号(。 一ド)を割り当てる

例)

特 定 の 番 号 既 に あ る 業 界 共 通 コ ー ド 本 標 準 企 業 コ ー ド

01→-1234-一 一・■一一・一一・一・一一・一一)}011234

図一4既 存 の共 通企 業 コー ドとの協調

(2)部 門識 別 コー ド

部 門 識 別 コー ドrD1～D6」 は、 企 業識 別 コー ドの割 当を受 け てい る

ユ ー ザ ーが 、 自身 で 自社 内 の各 組 織 に対 し て、 部 門識 別 コー ドを割 り当て

る。 従 っ て、 業 界 コー ドセ ンター が 、 部 門識 別 コー ドの登 録(管 理)を 受

け る こ と はな く、 す べ て、 ユ ー ザ ーが 、 管 理 を 行 う。

一84一



5.管 理 と採番計画

5.1コ ー ド管理件数 の問題

『コー ド管理件数 が増加す る と、次第に コー ド管理が難 し くなる 』とい う

のは、 一般的 に言 えるこ とで ある。それでは、具体的 に、 どれ ほどの件数 ま

で管理可能なのか については、現在の ところ理論的 な値 はな く、 経験 値が知

られてい る。 昭和60年 度 に、通商産業省か らの委託によ り行 った三菱総 合

研究所 の調 査結果 による と、欧米な どでは、r単 一管理の限界値は数万件の

オー ダー 』とされて いる とい う。 これ を我 が国の代表的な コー ド管理 セ ンタ

ーの管理件数 に当てはめ て見 ると
、極 めて興 味深 い事実の存 在が把握 で きる。

す なわ ち、いず れ の コー ドセ ンターの管理 件数 も、2万 件か ら5万 件程度

の範 囲にあ り10万 件 を超 えるものはない。 この こ とは、数万 件程度の管理

は可能であ り、逆 に、10万 件以上 の単一管 理は、 極めて難 しい ことを示 し

てい る。電話番号 も、一つの管理単位は1万 件で あ り、複 数の市内局番を用

いることで、 一つの電話 局の管理単位 は、数万件 になってい る。

さて、産 業情報化推進セ ンターが提案す る標準企 業 コー ド(以 下、当 コー

ドと略す)は6文 字で構成 され、 当面数 字のみ を用 いるので、 最大管理 件数

は、100万 件であ り、単 一管 理の限界 を超 えている。そこで、複数管 理を導

入 しなけれ ぼな らな い。 図一5は 、そのため に考 え られた 管理方 法である。

複数 管理 の具 体的な組織 として、業界 コー ドセ ンターを設 定 し、 それ をま と

める中央 コー ドセ ンター(仮 称)を 設けるこ とで、全体の 調和 を保つ。基本

的な考 え方は、電話 の管理 と同 じであ る。

中央 コー ドセ ンター(仮 称)は 、各 業界 コー ドセ ンターに対 し、 その業界
ト

コー ドセ ンターが使 うこ とので きる番号 の範 囲(割 当と称 す)を 示す。各業

界 コー ドセ ンターは、中 央 コー ドセ ンター(仮 称)か ら自身に与 え られた番

号 の範 囲内で、各企業 に具体的 な番号 を付与す るので ある。 こ うして、複数

の管理で あ りなが ら、全体 としては、必ず ユニー・クな番号 を各企業 に付与す
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るこ とが可 能になる。

業 界 コー ド
セ ンタ ー

企業コー ド
管理 システム

A社B社 ・ ・ ・ …Z社^

業 界 コ ー ド
セ ンター

㈱日本情報処理開発協会

産業情報化推進センター

a社b社 ・ ・ ・ …z社

図一5標 準企 業 コー ド管理の 概念図

5.2理 論的考察

前述の複数管理 を、少 々理論的 にまとめると、以 下の よ うになる。(以 下

では、数字のみを 用いる コー ドとして、記述)

5.2.1コ ー ド空 間

当 コー ドは、6桁 の数 字 で あ るか ら、000000～999999ま での

100万 とお りの 組 合 せ が 存 在 す る。 この 組 合 せ の 結 果 で き る文 字 列 を、零 を

含 む 自然 数 と して小 さ い方 か ら順 番 に並 べ れ ば 、 図 一6の よ うな 、 リニアな

空 間が で きる。 こ の 空 間 を、 コー ド空 間 とし て、 定 義 す る。
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000000

000001

000002

000003

000004

999997

999998

999999

コー ド空 間=ioooooo個 の要 素 によ る集 合

図 一6コ ー ド 空 間

5.2.2:一 ド空 間 、 コー ド管 理、 コー ド付 与の 関 係

前 記5.2.1で 定 義 され た コー ド空 間 と コー ド管 理及 び 各企 業 へ の コー ド

付 与 は 、 以 下 の よ うに 、 関 係 づ け られ る。

(1)コ ー ド空 間 とは、 要 素 が1000000個 の 有 限集 合で あ る。

(2)当 コー ドで は 、 コー ド空 間 の 一 つ の 要 素を、 一 つの企 業 に 対応 させ 、1

対1の 対 応 関係 を つ く る。 これ を 、 ユ ニー クな 企 業 コー ドの 付 与 と定 義す

る。

(3)上 記(2)の 関 係(1対1の 対 応 関 係)が 、 乱れ な いよ うに維 持 す る。 これ

を コー ド管理 と定 義 す る。

(4)コ ー ド空 間 が有 限集 合 で あ るか ら、 当 コー ドは 、 有 限 個 .(1000000)で

あ り有 限 の社 数 に しか 、 コー ドを 付 与で きな い。

5.2.3サ ブ ・コー ド空 間

前 述5.2.2の 定 義 に よ る コー ド管 理 を実施 す る場合 、 単 一 管理 で は、 コ
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一 ド空 間 が 大 きす ぎ る ので
、 当 コー ドで は 、 コー ド空 間 を適 当 に分 割 し、

それ ぞ れ の 空 間 を 管 理 す る組 織(業 界 コー ドセ ンター)を 設 け 、 さ らに、

空 間 の 分 割 を管 理 す る組 織(中 央 コー ドセ ンター(仮 称))を 別 途設 け る

こ とに よ って、 全 体 の 管 理 を 容 易 にす る。

(1)分 割 され た 空 間 の そ れ ぞ れ を、 サ ブ ・コー ド空 間 と定 義す る。

(2)空 間 の 分割 は 、異 な るサ ブ ・コー ド空 間 同士 が 、 オーバ ー ラ ップ しな

い 限 り、 一 般 的 に は、 どの よ うに分 割 して も よ い6

(3)当 コー ドで は、 管 理 容 易 化 のた め に、 一 つ の サ ブ ・コー ド空 間は 、 必

ず 連 続 す る よ うに分 割 す る。

(4)原 則 と して 、 一 つ の サ ブ ・コー ド空 間 を、 一 つ の業 界 コー ドセ ンター

に 割 り当 て る。

(5)業 界 コー ドセ ンター は 、与 え られ た サ ブ ・コー ド空 間 の な か で 、 一つ

の 企 業 に一 つの コー ドを付与 す る。

(6)上 記(3)、(4)は 、 中 央 コー ドセ ン ター(仮 称)の 管 理項 目で あ る。

5.2.4分 割 の実 際 面 か らの考 察

実 際 に コー ド空 間 を分 割す る場 合 の ポイ ン トは 、 以下 の とお りで あ る。

(1)サ ブ ・コー ド空 間 の 大 き さを 、 どれ程 にす るか 。

サ ブ ・コー ド空 間 の大 き さ(要 素 数)が10万 を超 える と、 サ ブ ・コ

ー ド空 間 内の 管 理 が 困 難 にな る
。 ま た、 小 さす ぎ る と、 サ ブ ・コー ド空

間 の 管 理 が 煩 雑 に な る。

(2)連 続 空 間 の 割 当方 法

大 き さが1000の サ ブ ・コー ド空 間 を、 連 続 した空 間 に確i保す る場 合 、

①011250～012249

②013000～013999

の よ うに、 ラ ン ダ ムに 割 り当 て る方 法 と、 規 則性 を 持 たせ て割 り当 て る

方 法 が あ る。
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5.3当 コー ドに お け る方 針

5.3.1サ ブ ・コー ド空 間 の大 き さ

一 つの サ ブ ・コー ド空 間 は 、原 則 と して、 一 つ の 業界 コー ドセ ンター に

割 り当 て る。 そ して、業 界 コー ドセ ン ター は、 通 常、 業 界 団 体 に設 け られ

る。 但 し、 す べ て の業 界 団 体 に設 け るの で は な く、 関 連す る 業 界(あ る い

は業 種)を あ る程 度集 約 して設 け る。 例 えば、 電 子 機 器製 造 業 とその 関 連

専 門商 社 を集 約 して、(社)日 本 電子 機 械 工業 会(EDI推 進 セ ンター)に

設 け る(実 際 には、 電 子 機 器製 造 業 に関 係 す る業 界 団体 は 、 大 小合 わ せ て

100近 くあ る 。)。

しか しな が ら、 業 界 コー ドセ ンタ ーが 必 要 とす るサ ブ ・コー ド空 間 の 大

き さ は、 か な りバ ラッ クこ とに な る。 業 界 の 経済 力、業 界構 造 、 事 業 内 容

に よ って、 関 係企 業数 が大 き く異 な るか らで あ る。

そ こ で 、 当 コー ドで は 、 コー ド空 間 を、 均 一 に分 割す るの で はな く、4

種 類 の 異 な る大 きさの サ ブ ・コー ド空 間 に分 割 す るこ と に した 。

①

②

③

④

タイ プ1

タイ プ 且

タイ プ 皿

サ ブ ・コー ド空 間 の大 き さ

100

1000

10000

タ イ プN… … …100000

5.3.2コ ー ド空 間へ のサ ブ ・コー ド空 間 の 割付

コー ド空 間 の 前 側か ら後 の 方へ 順 に、 タ イ プ1を8個 、 タイ プUを8個 、

タイ プ 皿を8個 、 タイ プNを8個 、 規 則 性 を持 たせ て割 りつけ て い る。

(図 一7参 照)

結 果 と して、 表 一2に 示 すよ うにrC1～C4』 が丁 度 、業 界 コー ドセ
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ンター 識 別 子 にな るよ うな割 当 とな って い る。
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図一7当 コー ドにお け る コー ド空 間分 割 方法
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5.4あ ふ れ 対策 と サ ブ ・コー ド空 間 の 再 分 割

一 つ の サ ブ ・コー ド空 間 は
、 一般 的 に、 一つ の 業 界 コー ドセ ン ター に割 り

当 て るが 表 一1か らは、 最 大32か 所 の 業 界 コー ドセ ンター しか、 設 け る こ

とが で きず 、 あふ れ対 策 が 必 要 に な る よ う に 思 え る。 しか しな が ら、 そ の

よ うな恐 れ は な く、 十 分 な サ ブ コー ド空 間 が 用意 され てい る。

表 一2rC1～C4』 の 値

C1 C2 C3 C4 C5 C6 空間の大きさ 機 能

0 0 0 0 e ∋ 一 試験等特殊用途に使用

0 0 0 1

100

(タ イ プ1)

コ

1セ 登

ドン録

夕対

1象

2桁 の

既 存 の共通 コ ー ド

又 は新 コー ド

計8種 を収 容

C5=9は 除 く(*1)

∋

4㌧

'

0 0 0 8< ∋

0 0 0 9 一 将来拡張のためリザーブう

0 0 1

1000

(タ イプ 皿)

コ
1セ登
ドン録
夕対
1象

3桁 の

既存の共通ゴー ド
又は新コー ド
計8種 を収容
C4=9は 除く(*1)

∋

」

「'

0 0 8< ∋

0 0 9∈ う 一 将来拡張のためリザーブ

0 1一

10000

(タ イ プ皿)

コ

1セ登
ドン録
夕対
1象

w

4桁 の

既存の共通コー ド
又は新コー ド
計8種 を収容
C3=9は 除 く(*1)

う

'

q '

0 8 ∋

0 9 一 将来拡張のため リザーブ〕

1

100000

(タ イ プIV)
一

コ

1セ 登

ドン録

夕対

1象

5桁 の既 存 の共 通 コ ー

ド又 は新 コー ド

計8種 を収 容

C2=9は 除 く(*1)

(C1・1は 、EIAJ一

う

4

'

8 ヲ

9 一
EDIセ ンター)一

将 来拡 張 の ため リザ ー ブ
∋

*1こ の部分は、将来の拡張、あるいは、不測の状況に備えて
リザーブする。

使 う時は、個々の状況に応 じて、使用方法を決定する。
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5.4.1業 界 コー ドセ ン ター の 設 置 条 件

業 界 コー ドセ ンター は 、全 て の 業 界 団体 に設 置す る ので は な く、 以 下の

点 を考 慮 して、 設 置 す る。

① 同 種 の業 界 内 の 業 界 団体 の 中か ら、EDI等 に 関連す る事 務処 理 を

守 備範 囲 とす る業 界 団体 を選 択 し、 業 界 コー ドセ ンター を設 置 す る。

② 関 連 業界 を集 約 で き る業 界 団体 が あれ ば そ こへ 設 置 す る。

③ コー ド管 理 件 数 が 、5000件 ～50000件 程 度 に な る よ う に 、業

界 コー ドセ ンター を設 置 す る。

以 上の 条 件の 基 に業 界 コー ドセ ン ター を設 置 す れ ば 、 タイ プ 皿 とタ イ プ

Nの サ ブ コー ド空 間 を 主 に使 用す る こ とに な り、 そ の 数 は 、 最大16か 所

で あ るが 、 少 な くと も10年 以上 、 あふ れ る ことは な い。 具 体 的 に は、 次

の よ うにな る。 .

① 電 気 ・電 子(そ の 関 連)タ イ プN(100000)

② 自動 車(そ の 関 連)タ イ プIV(100000)

③ 鉄 鋼(そ の 関 連)タ イ プ 皿(1000)

④ 電 線 ・非 鉄 金 属(そ の 関 連)… …… タイ プ 皿(10000)

⑤ 石 油 化学(そ の 関 連)タ イ プ 皿(10000)

⑥

⑦

⑧

⑨

貿易 ・総合商社 ・商社

紙 ・パ ル プ(そ の 関 連)

運 輸

その他

タ イ プN(100000)

タ イ プ1皿(10000)

タ イ プ1V(100000)

タ イ プN(100000)

5.4.2サ ブ ・コー ド空 間 の 再 分割

上 記 の よ うに、 サ ブ ・コー ド空 間 は、 十 分 に用 意 され てい る が、 それ で

も、 あふれ る可 能 性は 、 確 か に理 論 的 に は、 あ り得 る。 その 場 合 に は 、 タ

イ プNの サ ブ ・コー ド空 間 に対 して 、 サ ブ ・コー ド空 間 の再 分 割 を 行 う。

(社)日 本 電 子 機 械 工 業 会(EDI推 進 セ ンター)で は、 タイ プNの サ ブ
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・コー ド空 間 を 割 り当 て られ て お り、 そ の 中で 図 一8の よ うに、

付 与 を各 企 業 に対 して 行 う。

コ ー ドの

/
101010 、

～ 101990 あ 行
100000

109999

↑

第0ブ ロック……当面の使用領域
102010 ～ 102990 か 行

llOOOO

l19999

ii

第1ブ ロ ッ ク

' `

103010 ～ 103990 さ 行

104010 ～ 105490 た 行
.

120000

129999

ii

第2ブ ロ ッ ク

105510 ～ 105990

な行(に ほ
ん未満)

130000

139999

ii

第3ブ ロ ック

業

界

コ

|

リ

セ

ザ

ン

1

タ
ブ

106010 ～ 106990
にほん

～ の

140000

149999

,i

第4ブ ロ ック 107010 ～ 107990 は 行

108010 ～ 108990

ま ・や ・ ら
・わ 行

150000

ii

第5ブ ロ ック |

=→ 一ゴ の:
第6ブ ロ ッ ク

169999

170000

第7ブ ロ ッ ク

179999

180000

第8ブ ロ ッ ク

189999

190000
第9プ ロ ッ クー 使用禁止(リ ザーブ)

図一8タ イ フ.N空 間 の採番計画((社)日 本電子 機械工業会EDI

推 進セ ンタr)

す なわ ち、 タ イ フ.IVの サ ブ ・コー ド空間 内を10プ ロツ クに分 割 し、 そ

の 内 の第0プ ロ ツ クの み を用 い て、 当 面 コー ド付 与 を 行 う。 残 りの8ブ ロ

ッ ク(第9プ ロ ツ クは 除 く)は 、 す べ て リザ ー ブされ てお り、(社)日 本 竜
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子 機 械 工 業会(EDI推 進 セ ン ター)で め使 用 空間 が それ 程 増 加 しない場

合 は 、 他 の 業 界 コー ドセ ン ター へ 開 放 で きる よ うに な っ て い る。

この よ うに、 タ イ プNの サ ブ ・コー ド空 間 を プ ロ ツク化(再 分 割)す る

こ とで 、 業 界 コー ドセ ン ター へ 割 り当て る空 間 を 、70個 増 加 させ る こ と

が 可 能 にな って い る。 但 し、 プ ロ ツク化 され た 空 間 の 大 き さは 、10000

で あ る。

尚、 図 一8の よ うに 、 サ ブ ・コー ド空 間 を プ ロ ツク化 して使 用す るの は、

タイ プNの サ ブ ・コー ド空 間 のみ で、 タイプ1、 タ イ プll及 び タイ プ皿の

サ ブ ・ゴー ド空 間 は 、 プ ロツ ク化 しない。 例 え ば タイ プ 皿の サ ブ ・コー

ド空 間 で は、 図 一8の 第0プ ロツ クと同一 の使 用 方 法 とな る。

また 、 サ ブ ・コー ド空 間 を、 既 存 の業 界 コー ドセ ンター へ 割 り当て る時

(例:(社)鋼 材倶 楽 部 … … タイ プllサ ブ ・コー ド空 間 を割 当)に は、 図 一

8の 方 式 は適 用せ ず 、 既 に実 施 され て い る付 与方 式 を 継続す る。

5.4.3英 文字の使 用

上記の対 策を講 じても、 さらにあふれる場 合は、 コー ド空 間全体 の大き

さが不足す ることになるので、英文字 を使 用して、 コー ド空間 を拡張す る。

rC1』 に英文字 を使 用す るだけで、 コー ド空間 を3倍 に拡張 できる。

しか しなが ら、 こ こ20年 程 度の間 にその よ うな ことが起 きる可能性は、

ほとん どないと言 ってよいだろ う。
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6.管 理 と 運 用

6.1管 理運 用 の基 本

本 標 準 企 業 コー ドの管 理 は 、 標 準 企 業 コー ドを 割 り当 て られ た 企業 のr企

業 名 』をrコ ー ド値 』と と もに、 コー ドセ ンター へ 登 録 す る こ と で 、 行 な

わ れ る(登 録 制)。 登 録 の 対 象 と な るの は、 企 業 識 別 コー ドだ け で ある。

r登 録 』は、3年 に一度 更新 す る。

6.2標 準企業 コー ドの メインテ ナンス

標準企業 コー ドを維持す るた めには管理 が必要である。 日常的に行なわなけ

れ ばな らない管理項 目は、

① 正確 な コー ドの付 与管理(採 番管理)

② 企 業の解散 な どに よって生 じる無効 コー ドの迅速な把握

で あ る。、

本 標準企業 コー ドでは、階層的 に組織 され る、 業界 コー ドセ ンター と中央

コー ドセ ンター とで、管理 運用を行 うが、 その役割分担は次 のよ うになる。

① 業 界 コー ドセ ンター……… 日常業務(新 規 コー ド登録業 務、更新業

務な ど)

② 中央 コー ドセ ンター……… コー ド管理用 システムの維持管理、統一

ルールの維持

6.3中 央 コー ドセ ン タ ー

(1)機 能

企 業 コー ド管 理 運 用ル ー ル の維 持 を 図 る と とも に、企 業 コー ドの ユ ニー

クな採 番 を確 保 す るた め に、設 置す る。 また、 この セ ンター は 、製 造 業 全

体 の 永 続 的 な コ ンセ ンサ ス を維 持す るた め に も存在 す る 。 同 セ ンターの 諮

問機 関 と し て、 関 係 業 界 代 表 で組 織 す る コー ド委 員会 を設 置 し、 企業 コー
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ド運用に関する各種 調整を行 う。

財 団法 人 日本情報処理 開発協会 産業情報 化推進 セ ンター に中央 コー ド

セ ンターを設置す る ことにな る。

(2)コ ー ド委員会(仮 称)

コー ド委員会は、中 央 コー ドセ ンターの諮問機関で あるρ この委員会 は、

業界代表 と有識者で構成す る。 ここで 、業界代表 とは、業 界 コー ドセ ンタ

ーの代表、業 界団体の代表 あるいは業界にお ける関係委員会の代表で ある。

6.4業 界 コー ドセ ンター

(1)機 能

業 界 コー ドセ ンター は 、 通 常 、 業 界 団 体 内 に設 け られ 、 コー ド登録 ・更

新 の窓 口業 務 を は じめ とす る実 務 を行 う。 主 な業 務 は 、

① コー ド登 録 の 窓 口業 務(採 番 は 、 中 央 コー ドセ ンター が 管 理す る

「コー ド管 理 シス テ ム」 の端 末 を用 い て 行 う。)

② 更 新 業 務

③ 料 金 の 徴 収

で あ る。

(2)業 界 コー ドセ ンタ ー の設 置

業 界 団体 な どの 業 界 コー ドセ ン ター は、 中 央 コー ドセ ンター と、 標 準企

業 コー ド管 理 に 関 す る覚 書 を交 換す る こ とに よ り、 正 式 な業 界 コー ドセ ン

ター にな る。 覚 書 の フ ォー マ ッ ト、記 載 事項 な どは 、別 途 定 め る ひ な型 に

従 う。

(3)業 界 コー ドセ ンタ ー の設 置基 準

業 界 コー ドセ ンター は 、 通常 、 業 界 団体 内 に設 け られ るが・ い くつ か の

業 界 が 共 同で 設 立 す る場 合 も あ る。 また 、 特定 の業 界 コー ドセ ンター を 中

央 コー ドセ ンター が 代 行 す る場 合 も あ る。
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6.5運 用

(1)新 規 コー ドの採 番 方 法

企 業 識 別 コー ド新 規 登 録時 の採 番は 、 中 央 コー ドセ ンター で 行 う。 但 し

実 際 は、 業 界 コー ドセ ンター に設 置 され た端 末機 を操 作す るこ とに よ り、

セ ンター に 設 け られ た デー タベー スか ら、 自動 的 に、 リアル タ イ ム に採番

され る。

(2)メ イ ンテナ ンス ・ル ー ル

企 業 識 別 コー ドは 、3年 に一 度 、 登 録企 業 の 申 し出に よ、り、 更 新 を 行 う。

申 し 出が な けれ ばr登 録 』は 、 更 新 を必 要 とす る時 点で 消 滅す る。

尚 、 更 新 時 には コー ド値 の 変 更 は な い。

6.6コ ー ド管 理 シ ス テ ム

企 業 識 別 コー ドの ユ ニー クな採 番 を保 障 す るた め に、 中 央 コー ドセ ン ター

の管 理 に よ る コー ド管理 シ ス テ ムを設 け、 この 中 に、企 業 識 別 コー ド・デー

タベ ー ス と 自動採 番 シ ス テ ムを構 築す る。

この シ ス テ ムは 、 業 界 コー ドセ ンター 内 に設 置 され るオ ン ライ ン端 末 と、

公 衆 回 線 で 結 ばれ 、 業 界 コー ドセ ンターで の 企 業 識 別 コー ドの ユ ニー クな採

番 を実 現 す る。

6.7拡 張機能の考慮点

企業識別 コー ドのrC1～C4』 の拡張機能は、す ぐれ た機 能で あるが、

問題点 もある。 拡張 機能 とは、既存の企 業 コー ドの借用機 能で あ るが、 この

借用に は、連携前借 用 と連携借用とがある。

連携前借用 とは、被借 用 コー ドセ ンター と中央 コー ドセ ンター とが、借 用

に関す る合意 に達す る前 の借用を意味 し、連携借 用 とは、被借 用 コー ドセ ン

ター と中央 コー ドセ ンター とが、借 用に関す る合 意に達 した後の 借用を意味

す る。
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問題は、 連携前借用 にある。 本標準企 業 コー ドでは、 連携前において も、

技術的 に借 用可能で あ り、かつ各 コー ドセ ンターでそれ を把握す る方法 がな

い。その結 果、 コー ドの二重登録使用が避 け られ ない。

例 えば、 ユーザーA社 は、既存 の コー ドセ ンターの企 業 コー ドを保持 して

いるのを知 らず に、本標準 企業 コー ドの企業識別 コー ドの企 業識別 コー ドの

登録 を行 った とす る。 この時点で、二重登録が発生 した こ とに なる。 この結

果、A社 は部 門 によ り、それぞれ違 う コー ドを使用す るとい うこ とが、実際

に起 きる可能性 があ る。 もっと も、 それ が起 きた として も、実 害が ない こと

も あるので、致命的 問題 とい うわ けで はないが 、スマー トで はない。 これ に

対 する有効な対策は 今の ところない。

連携借用(連 携利用)の 段階で は、 コー ドセ ンター間で調整が実施 される

ので、 このよ うな問題 を、 ユーザーは 、気 にす る必要 はない。
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7管 理 ・運 用 費 用

標 準企 業 コー ドを管 理 ・運 用す るた めの 費 用 は、受 益者 負担 の 原 則 を採 用

し、

① コー ド登 録 時 の 登 録料

② コー ド更 新 時の 更新 料(メ イ ンテ ナ ンス料)

を ユ ー ザ ー か ら、 徴収 し、 これ に 当 て る こ とを 原則 とす る。

登 録 料 、 更 新 料(メ イ ンテナ ンス料)収 入は 、 中 央 コー ドセ ンタ ーお よび

業 界 コー ドセ ン ター の 運営 費 と して、 適 切 に 配分 す る。
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文 字 デー タ項 目に お け る ブ ラ ンク
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メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・トレー ラ ・レ コー ドの

「トー タル 項 目」 の 算 出
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1.基 本 構 造

1.1交 換 構 造

1伝 送単 位 は 、1つ 又 は複 数 の フ ァイ ルで 構成 され、1つ の フ ァイ ルは 、

1つ 又 は複 数 の メ ッセー ジ ・グル ー プで 構成 され る 。 ・

1つ の メ ッセ ージ ・グル ープは、 図 一1の よ うに構 成 され 、 この順 番 を守 ら

な けれ ば な らない 。 又、1つ の メ ッセ ー ジ ・グル ー プ内 の各 レ コー ドは 、 受

信 者 コー ドが 同一 で、 情 報 の種 類 が 同一 で な けれ ば な らな い。

メ ッ セ ー ジ ・ グ ル ー プ ・

ヘ ッ ダ ー ・ レ コ ー ド
十 デ ー タ ・ レ コ ー ド 十 ・・一 ・・ 十

メ ッセ ー ジ ・ グ ル ー プ

・ トレー'ラ ー ・ レ コ ー ド

デ ー タ ・ レ コ ー ドは1つ 又 は 複 数

図 一1メ ッ セ ー ジ ・ グ ル ー プ

デー タ レ コー ドは 、 可 変 長の レコー ドと固 定 長 の レコー ドが あ る。 可 変 長

の レ コー ドは、 一 つ の レ コー ド ・ヘ ッ ダー と、 一 つ 又は複 数 の セ グメ ン ト制

御 子 お よび 一つ の 又 は 複 数 の デー タ ・セ グメ ン トそ して、一 つ の レ コー ド ・

トレー ラー で構 成 され る。 交 換の 階 層構 造 は、 図 一2を 参照 。
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国 ・1フ ァイル

単 位

1エフ
ァイル ………

単 位

1フ ァイル

単 位

フ ァイル単位 メッセージ

グ ル ー プ
メ ッセージ

グ ル ー プ

メ ッ七一ジ

グ ル ー ア

メ,セージ勿←プ メ7も一:'・ル プ

へ,ター・レコード

トランfクション

レ コ ー ド

メ,セrジ・〃 ヴ

トレ テー・レコード

}ラ ンテタション

データレコーFレ コ ー ド デ 一 夕 デ 一 夕 レ コ ー ド

ヘ ッ ダ ー セグメン ト セグメン ト トレーラー

デ一夕セダメント 項目NOレ ングス デー タ

図 一2交 換 の階層構造

1.2デ ー タ ・レ コ ー ド(可 変 長)の 構 造

デ ー タ ・ レ コ ー ドは 、 レ コ ー ド ・ヘ ッ ダ ー 、 セ グ メ ン ト制 御 子 、 デ ー タ セ

グ メ ン ト、 レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ ー で 構 成 さ れ る 。

1.2.1全 体 構 成

図 一3に 示 す よ う に8バ イ トの レ コ ー ド ・ヘ ツa"一 一、 セ グ メ ン ト ・エ リ ア 、

1バ イ トの レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ ー で 構 成 さ れ 、 全 体 は 可 変 長 で あ る 。 セ グ

メ ン ト ・エ リ ア は 、 セ グ メ ン ト制 御 子 と デ ー タ ・セ グ メ ン トで 構 成 され る 。
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ヘ ッダー 部

レ

コ区

.1分

ド

シ

1

ケ

ン

スHσ

レ

コ

1ー

ド

長

セ グ メ ン ト エ リ ア

レ ト

コレ

ロ

ドラ

|

X 9 B B

1 5 2 1

トー 一 一 可 変 長

注;X… 文字デー一夕項目

9… 数値デー タ項目

B… バイナ リーデー タ項目

図 一3デ ー タ レ コ ー ド

一

1.2.2ヘ ッ ダ ー 部

(1)レ コ ー ド区 分

デ ー タ ・ レ コ ー ドの 識 別 を 表 す 。

(2)シ ー ケ ン スNo

デ ー タ ・ レ コ ー ド単 位(一 つ の レ コ ー ド ・ヘ ッ ダ ー か ら レ コ ー ド ・ ト

レ ー ラ の 群)内 の 一 連 番 号 を 表 す 。

(3)レ コ ー ド長

デ ー タ ・ レ コ ー ド内 の レ コ ー ド区 分 か ら レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ ー ま で の

長 さ を 表 す 。

1.2.3セ グ メン トエ リア

(1)セ グ メ ン ト制 御子

1バ イ トの バ イ ナ リー数 値(符 号 な し)の 制 御 情報 デー タで 、表 一1

に示 す 通 りで あ る。
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表 一1セ グ メン ト制 御 子

HEX表 示 DEC表 示 内 容

FA

FB

FC

250

251

252

マル チ 明細 ヘ ッダー 、 マ ル チ 明細 の 先 頭 を 表す

改行 マー ク、マルチ明細の中の一つの明細 の終 りを表す

マルチ明細 トレーラー、 マルチ明細 の終 りを表す

(2)デ ー タ ・セ グ メ ン ト

1バ イ トの項 目Noタ グ、1バ イ トの レ ン グス タ グお よび 一 つ の デー

タで 構 成 され る。

① 項 目Noタ グ

項 目N。 タ グは 、 デー タの種 類 を 表す 。 項 目Noタ グは1バ イ トの 符

号 な し2進 数 で 項 目Noを 表 し、 範 囲 は001～239の 値 が許 され る。

② レ ン グス ・タ グ

レ ング ス ・タ グは、 デー タの実 長(タ グ部分 を含 まず)を1バ イ ト

の 符 号 な し2進 数 で表 す 。1～255の 数 値 が許 され 、1は デー タ長1

バ イ ト、255は デ ー タ長255バ イ トを 表 す 。

「タグ部分「,デ ータ部分1＼

項

タ

目グ

No

レ

ンタ

ダグ

ス

デ ー タ 部

ト レングス ・タグが表す長さ 一 一一 一」

図 一4デ ー タ ・ セ グ メ ン トの 構 造
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③ デー タ部

デー タ部 は、 8ビ ッ トの文 字 で構 成 され る。

1.2.4レ コ ー ド ・ トレ ー ラ

セ グ メ ン ト ・エ リ ア の 最 後 に 、 必 ず レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ ー(HEx"FE"

=DEc"254")を 置 か な け れ ぼ な ら な い 。

レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ ー は 、 セ グ メ ン ト ・エ リ ア の 終 り を 表 す と と も に 、

レ コ ー ドの 終 り を 表 す 。.

項 レ

タ ンタ ァ

目 グ

肋グ スグ

←一 一一一 セグメント・エリア

レ コー ド

トレー ラー

`254'

一

図 一5レ コ ー ド ・ ト レ ー ラ

1.3固 定 長 レ コ ー ドの 構 造

固 定 長 レ コ ー ド に は 、 メ ッ セ ー ジ ・ グ ル ー プ ・ヘ ッ ダ ー ・ レ コ ー ド、 メ ッ

セ ー ジ ・ グ ル ー プ ・ ト レ ー ラ ー ・ レ コ ー ド、 受 信 確 認 デ ー タ ・ レ コ ー ドの3

種 類 あ る 。

,

1.3.1構 成

図一6に 示す ようにヘ ッ ダー部 とデー タ部 か ら構 成 され ・250・ ミィ トの

固 定長 レ コー ドで あ る。
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ヘ ッダー 部

レ コー ド

区 分

卜－ln"イ ト ー一一・-F--249バ イ ト 一一ーーー一一一一→

1-一ー一250バ イ ト ー一一一一一 一ーーー一一→

図 一6固 定 長 レ コ ー ド

1.3.2ヘ ッ ダ ー 部

(1)レ コ ー ド区 分

メ ッ セ ー ジ ・ グ ル ー プ ・ヘ ッ ダ ー ・レ コ ー ドな ど の 識 別 を 表 す 。

1.3.3デ ー タ 部

デ ー タ 部 は 、8ビ ッ トの 文 字 で 構 成 さ れ る 。
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2.マ ル チ 明 細(セ グ メン トの 反復)

2.1概 要

マル チ 明細 ヘ ッ ダー、 改 行 マー ク、 マル チ 明細 トレー ラー の3つ の セ グ メ

ン ト制 御 子 を 用 い る こ とで 、 一 次 元 表 型式 イ メ ー ジの デー タを編 集 で きる
。

ア ー タ ・レ コー ドの セ グ メ ン ト ・エ リア内で のみ 有 効 で あ る。

2.2反 復 単 位

一 つ 又 は 複数 の デー タ ・セ グメ ン トで 、反 復 単 位 を 構成 す る。

トーこ 反復単位 一一一一ーー 一一→

図一7反 復 単 位

2.3マ ル チ 明細 の 構 造

(1)最 初 の反 復 単位 の前 に、 マル チ 明細 ヘ ッ ダーを 置 く。

(1バ イ トの セ グ メ ン ト、HEX;FA=DEC;250)

(2)反 復 単位 と反 復 単 位 の 間 に、 改 行 マ ー クを置 く。

(1バ イ トの セ グメ ン ト、HEX;FB=DEC;251)

(3)最 後 の反 復 単 位 の後 に 、 マ ル チ 明細 トレー ラーを置 く。

(1バ イ トの セ グ メ ン ト、HEX;FC=DEC;252)

マ ル チ 明細 トレー ラを、 改 行 マ ー クで 置 換 える こ とは 、 不 可 とす る。
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マ 改

ルへ 反復単位 行

チ ッ マ

明ダ 1

細1 ク

}一一』 マルチ明細

改 マ ト

行 反復単位 ルレ

マ チ1

| 明ラ

ク 細1

1
細 ■

図 一8マ ル チ 明細

2.4補 足

(1)一 つのマルチ 明細の反復単位

一つの マルチ明細 に含まれ る全ての反復単位の構造 は同一で なければ な

らない。長 さは 同一でな くて もよい。

図一9に 示すように、 反復単位の中の デー タ ・セ グメン トの順番は 同一で

なければな らない。 但 し、順番が把握で き、 かつ受信側で省略時解釈 で デ

ー タを復元で きる場 合は、 図一10に 示す よ うに、任意の データ ・セ グメ ン

トを省略で きる。

ヘ

ッ

ダ

ー

マ

ル

チ

明

細

B

1

A

1

C

-

反復単位

改

行

マ

ー

ク

C

2

B

2

A

2

反復単位

改

行

マ

ー

ク

トー ア ル チ 明 細

(注)An,Bn,Cn:デ ータ・セグメント

改

行

マ

ー

ク

B

n

A

n

C

n

反復単位

ト

レ

ー

ラ

ー

マ

ル

チ

明

細一
図 一9一 つのマルチ明細の反復 単位の構造

一108一



ヘ

ッ

ダ

ー

マ

ル

チ

明

細

C

l

B

l

A

-

反復単位

改

行

マ

ー

ク

國
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行
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反復単位
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ク
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圃
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マ

ル
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図 一10マ ル チ 明細 内 の デ ー タ ・セ グ メ ン トの 省 略

`

(2)マ ルチ明細の右側の省略

例 えば、30個 の反復単位 を予定 したに もかかわ らず 、前半の20個 の

み に実 デー タが あ り、後半の10個 の反復単位 を省略す る時 は、前半20

個 の反復単位 の後に、 マルチ明細 トレー ラーを置 くことで、後半 の10個

の反復 単位 については、改行 マー クを含めて、全 てを省略で きる。

(3)反 復単位が1個 の時 のマルチ明細

マルチ明細 ヘ ッダー、 マルチ明細 トレー ラーを省略す るこ とはで きない。

(4)マ ルチ明細全 体の省略

次の(5)で記す 条件以外の時 は、必要 に応 じてマルチ明細 全体を 省略で き

る。

(5)複 数 の マルチ 明細

一つの デー タ ・レコー ド内(デ ータ ・セグメン ト部)に 複数 のマルチ明

細 を含めるこ とが できる。

但 し、 標準 メッセー ジで規定 され るマルチ 明細の順番 を必ず守 らなけれ

ば な ら ない。li皐

ま た、 前半 の マ ル チ 明 細全 体 を省 略 す る時 は、 マル チ 明 細 ヘ ッ ダー どマ

ル チ 明細 トレー ラー だ け は、 残 さ な けれ ば な らな い。
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レ コー ド

ヘ ッダ ー

マルチ明細

X

マル明細

Y

レコー ド

トレー ラー

注:X、Yの 順 序 を 守 る必 要 が あ る。

一図 一11マ ル チ 明細 の 複 数 化

レコー ド

ヘ ッダ ー

マルチ明細

ヘッダー

マル チ 明 細

トレー ラー

マルチ明細

Y

レ コー ド

トレー ラ

注 マルチ明細X全 体を省略す る時 は、 マルチ 明細 ヘ ッダー とマルチ明細

トレーラーだけは残す。

図 一12複 数 マルチ明細の時の マルチ明細全 体の省略

(6)マ ル チ 明 細 フ ォ ー マ ッ ト例

マル チ明細 レ コー ド

マルチ明細2件 目

マ ル チ 明細n件 目.
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3.数 値 デー タ項 目 の表 現

3.1概 要

数 値 デー タ項 目 は、o～9の 整 数 だ けで 表 され 、 小数点 は 明示 され な い。

従 って 、 小数 点 の 位 置 は 、第2章 に 示 す メ ッセー ジ ・フォー マ ッ トの 取 決 め

に よ り決定 さ れ る6

3.20(ゼ ロ)の 省略

数値 デー タ項 目内において、項 目の先頭桁(左 側)か ら順番 にみ て、有 効

数字(1～9)が 現れ るまでの0は 省略す る。

4.文 字 デー タ項 目におけ るブランク

文字 デー タ項 目内にお いて、項 目の最終桁(右 側)か ら順 番 にみ て ブラ ン

ク以外の文字 が現 れ るまでの ブラ ンクは省略す る。

△ABCD△EF△ △ △ △

妙
△ABCD△EF

省略可

注;△(ブ ランク)

図 一13右 側 の ブ ラ ン ク

5.省 略 時 解 釈

第2章 に 示す メ ツセー ジー ・フォ ー マ ッ トで示 され る デー タ項 目の うち、

省略 され た 項 目(省 略 され て 、送 信 され な い デー タ ・セ グ メ ン ト)に つ い て

は、 次 の よ うな デー タが 送 信 され た と解 釈す る。
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数値 デー タ項 目

文字 デー タ項 目

0

△(ブ ラ ンク)

6.メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ トレ ー ラ ー ・レ コ ー ドの 「トー タル項 目」 の 算 出

(1)合 計 値 の算 出

十 分 な桁 数 を持 った 作 業 用の 合 計 値 エ リアを 用 い で 、 指定 項 目の 数値 の

合 計 を 計算 す る。

この 時 、 オ ー バ ー ・フ ロー、 ア ンダー ・フ ロー は起 きな い もの とす る。

(2)15桁 の調 整

合 計 値 の 小数 点 以下3桁 と小数 点 以 上12桁 を取 出 し、 指 定 項 目内 数値

合 計 とす る。 以 上の 計 算 を 送 信 前 と送 信 後 に 行 って 、 デ ー タ ・レ コー ド内

の正 確 性 チ ェ ックを 行 う。

メ ッセ ー ジ.グ ル ー プヘ ッ ダ ー ・レ コー ドの ・トー タ ル項 目No.で △(プ ラ

ンク)が 指 定 され た 時 は 、 こ の エ リアの 値 は不 定で あ り、 意味 を持 た ない 。

7.参 考

7.1項 目Naの 拡長(漢 字 使 用 の場 合 を 含 む)

項 目No.257以 降 を使 用す る 場 合、項 目No.拡 張 子 を 用 い る。 ま た、 文 字 コ

ー ドは
、JISXO208で 示 され る 文字(16ビ ッ ト)と す る。

(1)デ ー タ ・セ グ メ ン ト

1バ イ ト項 目No.拡 張 子、2バ イ トの 項 目No.タ グ、1バ イ トの レ ングス ・

タ グお よび 一 つの デー タ で構 成 さ れ る。

(2)項 目No.拡 張 子

1バ イ トの 項 目No.拡 張 子で、値 は 、HEX"'FO"(=DEC"240")で
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あ る。

(3)項 目No.タ グ

2バ イ トの 符 号 な し2進 数 で表す項 目No.で 、値 は257～9999お よび

10001～19999が 許 され、 デー タの 種 類 を表 す 。

(4)レ ン グス ・タ グ

1.2.3の(2)の レン グ ス ・タ グと 同 じ意 味 を表 す 。

(5)デ ー タ部

項 目No.が257～9999の 時、 デー タ部は8ビ ッ ト文 字 で構 成 され る。

項 目No.が10001～19999の 時 は 、 デー タ部 は16ビ ッ ト文 字で 構 成 さ

れ る。

1
タグ部分1

＼/デ ータ部分 ＼

項目No

拡張子

240

項目No

タグ

レ

ン

グタ

スグ

デ ー タ 部
)

卜1バ 什 →1バ 朴 →IA'15一 十一ーー レ ング ス ・タ グが表 す 長 さ 一 一一 一 →

図 一一14デ ー タ ・セ グ メ ン トの 構 造

7.2項 目No

セ グメ ン トの 属 性 お よ び 意 味 を表 す 。 デー タ ・レコー ドの セ グ メ ン ト・エ

リア内 で の み 有 効 で あ る 。 表 一2の 値 を 用 い る。
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表 一2項 目No.

HEX表 示 項 目No 内'容

00 0 使用禁止

01 1 一

一 一 般 デ ー タ 項 目(8ピ ッ トキ ャ ラ ク タ ー) .

EF 一

0100 256 使用禁止

0101 257 一

一 一 般 デ ー タ 項 目(8ビ ッ トキ ャ ラ ク タ ー)

2709 9999 一

2710 10000 使用禁止

2711 10001 一

一 一般 データ項 目(8ビ ッ トキ ャラクター)

例)品 名 「22」:8bit

4EIF 19999
一

「10022」:16bit漢 字

4E20 20000 一

一 将来 の拡張 のため リザーブ

7FFF 32767 一

8000 32768 一

一 将来の拡張のため リザーブ(制 御項 目No)

FFFF 65535 一

一114一
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